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１ 指定管理者制度の概要 

⑴ 指定管理者制度 

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理

に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目

的とし、平成15（2003）年の地方自治法改正により導入された制度です。これにより、公の施設の

管理は、指定管理又は直営のいずれかの方法により行われることとなりました。 

なお、ＰＦＩ事業を導入し、公の施設の管理運営をＰＦＩ事業者に行わせようとする場合にお

いても、法令の規定に基づく指定管理者の指定手続が必要となります。この場合においては、非

公募により当該事業者を指定管理者に選定することとなります。（通則規則第４条第二号） 

 

⑵ 指定管理者の権限の範囲 

地方公共団体の長は、条例で定めるところにより、指定管理者に施設の利用の許可を行わせる

ことができます。ただし、使用料の強制徴収（法第231条の３）、審査請求に対する決定（法第244

条の４）、行政財産の目的外使用許可（法第238条の４第７項）など法令により地方公共団体の長

のみが行うことができるとされている権限については、これらを指定管理者に行わせることはで

きません。 

 

⑶ 指定管理者の指定に向けた標準的なスケジュール 

① 公募の場合 

４月    公募予定施設一覧の公表 

５月    委託料上限額の算定 

６月        設置及び管理条例の改正（利用条件、利用料金等） 

      選考委員会の設置、公募要領の作成 

７月    公募の公告、公募要領のホームページ掲載・配布 

８月    現地説明会、質問受付・回答 

申請受付開始 ※公募の公告から１ヶ月以上を確保 

９月    申請受付締切 ※申請の受付から１ヶ月以上を確保 

10月    選考作業、指定管理者候補者の公表、選定結果通知 

12月    債務負担行為の設定、指定の議決 

１月～３月 指定の告示、協定の締結、業務の引継 

翌年４月  指定管理者による公の施設の管理開始 

 

② 非公募の場合 

４月    指定管理者候補者の公表 

６月        設置及び管理条例の改正（利用条件、利用料金等） 

９月    委託料上限額の算定 

10月    申請要領の作成 

12月    債務負担行為の設定、指定の議決 

１月～３月 指定の告示、協定の締結、業務の引継 

翌年４月  指定管理者による公の施設の管理開始 



- 2 -

２ 指定管理者制度の導入に当たっての基本的な考え方 

⑴ 指定管理者制度の導入の原則 

公の施設の管理については、民間活力の活用を推進し、住民サービスの向上を図るため、以下

の場合を除き、指定管理者制度を導入するものとします。 

〔指定管理導入の例外〕 

・個別法の規定により管理者が県に限定されている場合 

・施設の性格、公共性及び専門性の観点から、県が自ら管理運営することで効果的・効率的に施

設の設置目的を達成することができると見込まれる場合 

 
⑵ 公の施設のあり方の検討 

指定管理者制度を導入又は継続しようとする場合、まずは公の施設として県が設置する必要性

を以下の観点から再検討するものとします。 

〔公の施設としての必要性の検討〕 

・施設の役割及び事業内容等が民間と競合していないか。 

・施設の設置目的が、現在の社会経済情勢又は県民ニーズに適合しているか。 

（県が施設を設置する意義が薄れていないか、利用率が大きく低下していないか 等） 

 

⑶ 業務の範囲 

① 業務の範囲の明確化 

指定管理者に委託する業務の範囲については、施設の目的及び様態等に応じて、具体的かつ

明確に設定するものとします。 
また、施設管理業務と一体的に実施することが効果的・効率的な事業については、原則とし

て、指定管理業務として指定管理者に行わせるものとします。 
② 第三者委託 

指定管理業務の全部又は主要な部分を指定管理者から第三者に委託することはできないもの

とします。ただし、主要な部分以外の業務（清掃又は警備といった個々の具体的業務）につい

ては、あらかじめ県の承認を得た上で委託できるものとします。 

なお、業務の主要な部分については、公募要領及び仕様書に明記するものとします。 

 

⑷ 公募の原則 

① 公募・非公募の別 

当該公の施設の管理運営を行うに当たって、最も適切な法人その他の団体を指定管理者とし

て選定するため、指定管理者の選定は公募を原則としています。ただし、特定の団体を指定管

理者として選定することに合理的な理由が認められる場合にあっては、公募によることなく、

当該団体を指定管理者として選定することもできます。（通則条例第３条第１項、第２項） 
なお、通則規則第４条第三号における「特定の法人等に管理させることが当該公の施設の適

切な管理運営に資するものと認めることにつき相当の理由」がある場合とは、以下のとおりと

します。  



- 3 -

〔通則規則第４条第三号における非公募理由〕 

① 当該公の施設の所在する市町村、法人その他の団体と連携し、地域振興を図る観点から、現

在管理を行っている法人その他の団体を指定することが適当と認められる場合 

② 現在管理を行っている市町村等を指定することにより、効果的・効率的な管理運営が確保さ

れる場合 

③ 国の通知等により、管理の主体が示されており、当該公の施設の管理運営に適切な法人その

他の団体が客観的に特定される場合 

④ ＰＦＩに準じた手法（施設整備と管理運営を一体で行う場合）によって施設整備及び管理運

営が行われる場合 

⑤ 廃止を予定又は検討している場合 

⑥ その他知事が認める場合 

② 公募単位 

公募は、施設ごとに行うことを原則とします。ただし、住民サービスの向上、経費の節減又

は管理運営の一体性の観点から、複数の施設を同一の指定管理者に管理させることが適当と

認められる場合は、一括して公募することもできるものとします。 

 

⑸ 指定期間 

指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機会を設けるため、指

定管理者の指定は期間を定めて行うものとされています。指定期間については法令上具体の定め

はなく、施設の設置目的や実情等を踏まえて定めることとなりますが、指定期間の設定に関する

考え方は以下のとおりとします。 

〔指定期間に関する考え方〕 

・原則 ５年 

・当該施設の管理運営に係る専門性・特殊性から、事業者における人材確保・育成及び管理運営

技術の蓄積を図る必要がある施設 10年 

・指定管理者制度新規導入施設 ３年 

・ＰＦＩ手法等によって施設整備及び管理運営が行われる施設 当該契約期間 

 

⑹ 利用料金制度 

公の施設の管理運営に当たり指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくし、また、地方

公共団体及び指定管理者の会計事務の効率化を図る観点から、法第244条の２第８項の規定によ

り、指定管理者が収受した利用料金は指定管理者の収入とすることができる利用料金制度が設

けられています。また、法第244条の２第９項の規定により、利用料金は、公益上必要がある場

合を除き、条例で定めるところにより、地方公共団体の承認を受けて指定管理者が定めるもの

とされています（承認料金制）。 

上記の趣旨を踏まえ、指定管理業務の範囲に有料施設の管理運営が含まれている場合には、

原則として利用料金制度を導入するものとします。 
また、指定管理者制度を導入又は継続しようとする場合には、施設の利用促進及び経費の節

減等を図るため、管理運営実績及び収支状況等を踏まえ、指定管理者の公募手続の開始前に、

施設の利用条件及び利用料金等の見直しを行うものとします。 
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⑺ 委託料 

① 委託料上限額 

指定管理者による管理を安定的に行うため、指定管理者の公募は、指定期間中に支払う委託

料の上限額を年度ごとに明示した上で行うものとします。 

  ② 委託料の精算 

指定管理者の経営努力を促す観点から、指定管理業務の実施により指定管理者に利益又は損

失が発生しても、原則として、委託料は精算しないものとします。ただし、修繕費に余剰金が

生じた場合、当該余剰金については、県に返還するものとします。 
  ③ 賃金スライド制度 

    社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、県が定

める方法により委託料の見直しを行う仕組み（以下「賃金スライド制度」という。）を適用しま

す。 

    なお、賃金スライド制度については別添11「賃金スライド制度の運用について」のとおりと

します。 
 

⑻ 選考基準、配点及び最低基準 

選考基準及び配点は、要綱第７条第１項の規定により設置する選考委員会の意見を聴取した上 
で、当該施設の目的や特性を踏まえて設定するものとします。また、総得点の最低基準を設定し、

これを下回った候補者は選定しないものとします。 
 

⑼ 申請者からの提案の募集 

指定管理者による創意工夫を発揮しやすくする観点から、施設の有効利用に資する提案を積極

的に募集するものとします。 
例）・施設の利用条件 
 ・利用料金の額 
 ・利用形態に応じた利用料金の割引制度 
 ・施設の実情に応じたキャッシュレス決済の導入 
 ・自主事業 など 

 
⑽ キャッシュレス決済の積極的な導入 

  「栃木県行財政改革大綱 2026～2030」においては、県有施設へのクレジットカードや電子マネ

ー等のキャッシュレス決済の推進を掲げていますので、指定管理者の公募に当たっては、キャッ

シュレス決済の推進に資する提案が積極的に行われるよう配慮するものとします。 
  例）・仕様書に記載 
    ・選考基準に加点項目として追加 など 
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３ 公の施設の設置及び管理に関する条例 

法第244条の２第４項の規定により、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び

業務の範囲その他必要な事項については、条例で定めることとされています。このうち、指定の手

続については通則条例で定めていますが、それ以外の事項については施設ごとの設置及び管理に関

する条例（以下「設管条例」という。）で規定する必要があります。 

 

⑴ 管理の基準 

住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、開館時間、使用許可の基

準、使用制限の要件等）のほか、管理を通じて取得した個人情報の取扱いなど、当該公の施設の

適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めます。ただし、個人情報の

取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）第66条第

２項第２号において、指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合の措置について規定され

ていることから、個別の設管条例で改めて規定する必要はありません。 

 

⑵ 業務の範囲 

指定管理者が行う業務について、その具体的範囲を規定するもので、指定管理者に利用の許可

を行わせるかどうかを含め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて規定しま

す。 

 

〔業務の範囲の具体例〕 

・施設の維持管理に関すること 

・施設の利用の許可に関すること（※業務の範囲に利用の許可を含む場合） 

・施設の運営に関すること 

・上記業務に附帯する業務に関すること 

 

⑶ 利用料金制度 

利用料金制度を導入する場合、設管条例でその旨を規定します。また、承認料金制による場合

には、条例上は利用者負担の額の具体的な定めはなされませんが、承認の根拠、承認に関する手

続等のほか、利用料金に関する基本的枠組み（利用料金の金額の範囲、算定方法等）を規定する

必要があります。  
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４ 公募手続 

⑴ 公募予定施設の公表 

民間事業者の応募を促進する観点から、当該年度に公募を行う施設の一覧（施設名、指定期間、

公募予定時期等）について、年度当初に県のホームページで公表します。 

 

⑵ 委託料上限額の算定 

施設ごとの委託料の上限額については、以下のとおり、利用料金収入の実績及び維持管理費に

係る物価変動率等を勘案して算定するものとします。 

〔委託料上限額の算定〕 

①委託料上限額は、経費総額から利用料金収入等見込額を差し引いた額とする。 

②利用料金収入等見込額は、原則として、利用料金収入見込額と飲料用自動販売機設置収入見込

額を合算した額とし、それぞれ以下のとおり算定する。 

ア 利用料金収入見込額：（前回算定額＋直近３か年平均値）÷２ 

イ 飲料用自動販売機設置収入見込額： 前回契約額の２分の１ 

③経費総額は、人件費、維持管理費、事業費及び一般管理費の合計額とし、原則としてそれぞれ

以下のとおり算定する。 

ア 人件費：職位区分ごとに必要な職員数×人件費単価 

イ 維持管理費：前回算定額 × 物価変動率 

※ただし、以下の場合には物価変動率によらず、実績等に応じて算定 

ⅰ 施設改修等により前回算定額から大きな変動が見込まれる場合 

ⅱ 実績に基づき定額を措置すべき場合 

ⅲ 修繕費（別途、精算方式を導入） 

ウ 事業費：必要経費を個別に積み上げ 

エ 一般管理費：別途、設定する率 

なお、算定方法の詳細は毎年度各部局へ別途通知するほか、委託料上限額は財政課に協議した

上で決定します。（指定期間が 10 年の施設については、５年ごとに委託料の額を見直すこととし

ています。） 

また、委託料上限額の算定の結果、利用料金収入見込額が経費総額を上回ると見込まれる場合

には、指定管理者に対し、県への納付金に関する提案を求めるものとします。 

 

⑶ 選考委員会の設置 

指定管理者の選定に当たって学識経験者等から意見を聴くため、施設ごと又は同種の施設ごと

に、指定管理者選考委員会を設置します。（通則条例第５条第２項、要綱第７条第１項） 
また、選考委員会は原則５名以上の委員をもって組織し、その過半数は庁外の有識者及び学識

経験者とします。（要綱第７条第２項） 
なお、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、所管部局が別に定めます。 
そのほか、選考委員会に関する留意事項は以下のとおりです。  
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〔選考委員会に関する留意事項〕 

・率直な意見交換が損なわれるおそれがあること及び法人その他の団体の信用情報に関する内容

等が取り上げられる可能性があるため、選考委員会は非公開とする。 

・庁外の委員が都合により選考委員会を欠席又は辞退した場合は、次により取り扱うものとし、

庁外の委員が過半数となるようにする。 

→庁外の委員１名が欠席・辞退の場合：県職員の委員１名が審査に不参加 

→庁外の委員２名が欠席・辞退の場合：選考委員会を延期 

 

⑷ 公募要領の作成 

公募要領に記載する事項は要綱第３条のとおりですが、それぞれ以下の留意点を踏まえて作成

します。なお、公募要領の標準例は別添１のとおりです。 
① 当該公の施設の設置の目的、規模その他概要に関する事項 

施設の設置目的、名称、所在地、規模及び内容等について、具体的に記載します。 
② 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

ア 管理の基準 

住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件のほか、当該公の施設の適正な

管理のために必要となる基本的事項を記載します。 

ⅰ 開館時間及び休館日 

設管条例及び設管条例施行規則に定める休館日及び開館時間を記載します。また、知事

の承認を得た上で指定管理者が開館時間及び休館日を変更できることとする場合には、そ

の旨を明記します。 
ⅱ 公平な利用の確保 

公の施設の管理運営に当たって、住民の公平な利用を確保することを明記します。また、

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」及び「栃木県障害者差別解消推進条

例」により、障害を理由とした不当な差別的取扱いが禁止されていること及び障害者への

合理的配慮の提供義務があることを明記します。 

ⅲ 管理運営を通じて取得した個人情報の保護 

個人情報保護に当たっての留意事項を記載します。また、指定管理者及び委託先の事業

者等は、個人情報保護法第66条第２項第２号及び第５号の規定により、保有個人情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じる必要があることを明記します。 
なお、個人情報保護に当たっての具体的な留意事項については、８－⑵のとおりです。 

ⅳ 利用料金制度 

利用料金制度の導入の有無及び料金の決定方法について記載します。 
また、利用料金を変更する場合には、新たな利用料金の適用期日より前に事前予約等を

している利用者に対して不利益にならないよう対応する必要があることを明記します。 
さらに、「障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例」、「栃木県県民

の日に関する条例」、「とちぎの子ども・子育て支援条例」等による利用料金の減免を行う

場合には、その旨を記載します。 
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    ⅴ インボイス制度への対応 

      消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応が必要な施設については、

指定管理者が行う対応を記載します。 
      対応例は以下のとおりです。 
      ・現行の区分記載請求書の記載事項に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分し

た消費税額等を記載した適格請求書（インボイス）を買手である事業者に交付するこ

と。 
      ・交付したインボイスの写しを約７年間保存すること。 
      ・県に代わって指定管理者が施設の利用料等を徴収する場合（使用料制の場合）、指定

管理者が交付したインボイスの写しを県に送付すること。（なお、インボイスの写し

は県でも保存が必要。） 
      ※インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページ等を参照。 
    ⅵ その他 

施設環境の保持、利用者サービス向上のための取組、環境への配慮、危機管理及び関係

法令の遵守など、施設の管理運営に当たって必要な事項について記載します。 
 

イ 業務の範囲 

ⅰ 指定管理業務 
設管条例等の規定に基づき、指定管理者が行うこととなる業務の範囲及び内容を記載し、

業務内容の詳細については別に仕様書に定めます。 

また、指定管理業務の全部又は主要な部分を第三者に対して委託することはできないこ

とを明記します。 
ⅱ 指定管理業務以外の業務 

指定管理者による自主事業の実施に関する基本的な考え方及び留意事項を記載します。

また、指定管理者が行おうとする自主事業の内容が施設の設置目的の範囲外である場合に

は、地方自治法第238条の４第７項の規定による行政財産の目的外使用許可が必要となる旨

を明記します。 

③ 指定管理者の指定の申請をする法人等に必要な資格（応募資格） 

申請者の応募資格について記載します。（具体的な応募資格は、別添２のとおり） 

なお、各施設の目的及び業務内容等に応じて個別に応募資格を設定する場合には、応募資格

を有する者が特定の事業者に限定され、競争性を阻害することとならないよう、留意しなけれ

ばなりません。 
④ 指定管理者として指定する期間 

指定管理者の指定期間を記載するほか、当該期間は議会の議決によって確定することを明記

します。 
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⑤ 指定管理者候補者の選定 

ア 審査方法 

審査方法として、以下の内容を明記します。 
・申請書類について形式的審査を行うこと 
・形式的審査において、申請者が応募資格を満たしているかを確認するために、申請書類の

情報に基づき、関係機関に対して照会すること 

・形式的審査において、申請者が応募資格を満たしているかについて、「応募資格に係る確

認書」（参考５）に基づき、申請者に対面又はオンラインで確認を行うこと 

 ※参考５の様式は、対面で行うことを想定したものです。オンラインによる確認で、申請

者を代表して回答する者の直筆による署名と同等の手法が確保できる場合は、直筆によ

る署名は不要です。 

 ※「応募資格に係る確認書」による確認が選考委員会（プレゼンテーション審査）までに

完了していない場合は、選考委員会においてその旨説明の上、応募資格を満たさない申

請者がいた場合の対応（当該申請者を失格として再公募する、又は当該申請者を失格と

して次点の申請者を繰り上げ、指定管理者候補者に選定するなど）について決定してく

ださい。 
・プレゼンテーションを受けた上、選考委員会において審査を行い、申請者の順位を決

定して候補者を選定すること 
（選定方法の例） 
 (a)各選考委員の採点を集計し、「評価の総合点合計が最も高い者」を選定する。 

(b)申請者の中で「最高点と評価した選定委員が最も多かった者」を選定する。 

(c)申請者ごとに、全選考委員がつけた評価点の中で最高点及び最低点を除いた「平均

点を算出し、最も高かった者」を選定する。 
・申請者多数の場合は、プレゼンテーションの前に１次審査を実施することがあること 

また、選考委員会の委員の選任分野を記載するとともに、率直な意見交換が損なわれるお

それがあること及び法人その他の団体の信用情報に関する内容等が取り上げられる可能性が

あることから、選考委員会は非公開とする旨を明記します。 
イ 選考基準 

審査項目及び配点を記載します。（選考基準の標準例は別添３のとおり） 
※選考基準及び選定方法については、公募要領の作成に当たり、あらかじめ選考委員が協

議し、意思の統一を図った上で決定してください。 
なお、各施設の目的及び業務内容等に応じて選考基準を変更する場合には、特定の事業者

に有利となることがないよう留意しなければなりません。 
ウ 指定管理者候補者の選定及び結果の公表等 

選考委員会の審査を踏まえ、指定管理者候補者の選定を行った上、その結果について、申

請者宛て通知するとともに県のホームページで公表する旨を明記します。 
また、選定結果の公表に当たっては、申請者名及び審査結果の概要等を原則公表すること

を明記します。 
⑥ 県が支払う委託料の上限額 

委託料の上限額を年度ごとに記載するとともに、委託料については災害等の特別な場合や賃

金スライド制度による委託料見直しの場合を除き原則として変更しない旨を明記します。 
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（指定期間が10年の施設については、５年ごとに委託料の額を見直す旨を記載します。） 
また、指定管理者による施設及び設備の修繕を計画的に行うため、委託料のうち修繕費の額

を明示するとともに、指定期間を通じて修繕費に剰余金が生じたときは、当該余剰金の返還を

求める旨を記載します。 

なお、委託料上限額は、消費税及び地方消費税込みの金額とし、消費税及び地方消費税の額

（千円未満切り捨て）は内数として記載します。 
⑦ 申請の手続 

ア 提出書類 

具体的な提出書類は、別添４のとおりです。 
イ 公募要領の配布 

公募要領の配布期間、配布時間及び配布場所（公募要領をダウンロードできる県のホーム

ページのアドレスを含む。）を記載します。 

また、配布場所は、当該公の施設の所管課室とし、郵便番号、住所、電話番号、メールアド

レス及び担当者名を明記します。以下、質問及び申請の受付場所も同様です。 

ウ 現地説明会の開催 

現地説明会の開催日時、開催場所、説明内容及び申込方法等を記載します。また、現地説

明会への出席を応募資格とする場合は、その旨を明記します。 

エ 公募に関する質問の受付 

公募に関する質問の受付期間、受付時間、受付方法及び回答方法を記載します。 

オ 指定申請の受付 

申請の受付期間、受付時間、受付場所及び受付方法を記載します。 

カ その他留意事項 

その他留意事項として、著作権の帰属、申請に要する費用負担及び提出書類の取扱い等に

ついて、その内容を記載します。 

⑧ 県と指定管理者の責任分担（リスク分担） 

指定管理者による管理開始後にリスクが顕在化した場合に備え、県と指定管理者のリスク分

担についてあらかじめ明示します。（リスク分担の詳細は別添５のとおり） 
⑨ モニタリング 

指定管理者による管理運営開始後のモニタリングの方法について記載します。 

⑩ 仕様書 

業務の基準及び施設の管理基準等の詳細については、仕様書に定めた上、公募要領と併せて

提示します。仕様書への主な記載項目は以下のとおりです。 

〔仕様書への記載項目の例〕 

・各業務の基準の詳細（業務の内容、開催回数、発行回数） 

・施設の管理基準の詳細（機械設備の仕様、台数、面積、点検回数、有資格者人数など） 

・指定管理業務の範囲から除く業務、第三者への委託を禁止する業務等 

・利用料金の設定方法等 

・物品の帰属 等 

（県としてキャッシュレス決済を導入すべきと判断する場合） 

 ・施設の実情に応じたキャッシュレス決済の導入 
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 ※記載に当たっては、施設の利用状況等を踏まえ、県民の利便性向上に資する決済方法の種類や機

器等を適切に判断するとともに、望ましい調達方法についても検討すること。 

⑪ 協定 

指定管理者の指定後、県と指定管理者との間で、指定管理業務の実施に当たり必要な事項に

ついて協定を締結する旨を明記するとともに、協定案を提示します。（協定の標準例は別添６

のとおり） 

⑫ 事業報告書等 

指定管理開始後における事業報告書の提出期限及び内容について記載します。 

また、施設の規模又は性格等に応じて、法定の事業報告書以外に、半期又は四半期ごとに業

務報告書の提出を義務づける場合には、その旨を明記します。 

⑬ 事業の継続が困難となった場合の措置等 

指定管理者による当該施設の管理運営が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合の報

告の義務等について記載します。 
⑭ 当該施設の施設別利用状況等諸資料 

申請者における事業計画書等の作成に必要な資料を以下のとおり作成した上、公募要領に添

付し、現地説明会において配布し、又は期間及び場所を定めた上で縦覧に供します。 

〔作成資料の例〕 

・当該施設の施設別利用状況（少なくとも直近３年度分の利用件数、利用者数、稼働率） 

・当該施設の平面図・敷地図 

・当該施設の現行組織図 

・施設の利用の許可事務の流れ 

・施設管理業務一覧（委託業務名、業務の内容） 

・施設の改築及び修繕等の実施区分（建物、構築物、機械装置、工具器具備品） 

・自主事業、補助事業及び委託事業等の事務の流れ 

・直近３年分の自主事業、補助事業及び委託事業等の実績（事業名、内容、参加者数等） 

・直近３年分の講座等の収支状況（費目別、平均） 

・直近３か年施設使用料収入実績（月別） 

・当該施設の利用料金の上限額（施設別、時間別等） 

・直近３か年の県支出金及びその内訳（管理委託料、事業委託料、自主事業補助金等） 

⑮ 原状回復等 

指定期間満了時又は指定が取り消された場合に、指定管理者が行うべき原状回復及び業務の

引継について記載します。 

⑯ その他 

ア 業務の引継 

指定管理者は、指定期間の始期から円滑かつ支障なく、当該施設の管理運営業務ができる

ように、前指定管理者から引継を受ける旨を記載します。 

イ 文書の管理・保存 

指定管理者は、栃木県文書等管理規則に準じて、指定管理業務を行うに当たり、作成し又

は取得した文書等は、適正に管理・保存する旨を記載します。 

ウ 情報公開 

指定管理者は、栃木県情報公開条例第30条の２に基づき、指定管理業務を行うに当たり、

作成し又は取得した文書等で、指定管理者が保有しているものの情報の開示及び提供を行う
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旨を記載します。 

エ 予約の優先 

指定期間前になされている予約を尊重する必要がある旨を記載します。 
オ 事務室の利用 

指定管理者の本部機能など、当該施設の管理運営に直接関係のない業務のために事務スペ

ース又は倉庫等を使用する場合には、別途、行政財産の目的外使用許可が必要になる旨を記

載します。 

カ ネーミングライツ（施設命名権） 

当該施設がネーミングライツパートナー契約に基づく愛称を用いている場合、指定管理者

はその愛称を使用することを明記します。 
また、施設の命名権に付随してネーミングライツパートナーが実施することができる権利

がある場合は、その円滑な実施に向け協力することを明記します。 
 

⑸ 公募の開始 

① 公報への登載等 

指定管理者を公募するときは、県公報に登載するとともに、県のホームページに公募要領を

掲載しダウンロードできるようにします。（通則規則第３条、要綱第２条） 
また、パブリシティの観点から、県政記者クラブに資料提供し、その周知を図るものとしま

す。 
② 現地説明会の開催 

当該施設の状況を把握してもらうため、公募の開始後適切な時期に現地説明会を開催します。

（要綱第５条） 

③ 公募に関する質問の受付 

公募内容に関する質問は、質問の受付期間を定めた上で、原則として電子メールにより受け

付けることとします。 

また、質問に対する回答は、現地説明会で回答するほか、申請を検討している者全員が公平

に情報を入手できるよう、あらかじめ回答期日を定めた上、指定申請の受付開始前に県ホーム

ページに掲載します。 

④ 公募期間と指定申請の受付期間 

指定申請のための準備期間を十分に確保するため、公募開始から受付開始までの周知期間及

び指定申請の受付期間については、原則として、それぞれ１か月間以上確保します。（要綱第

６条第２項） 

 
⑹ 公募手続の透明性の確保 

公募手続の透明性を確保するため、別添７の公表基準に基づき、選定結果その他の情報を県の

ホームページで公表するものとします。 
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５ 指定管理者候補者の選定 

標準的な指定管理者候補者の選定フローは、別添８のとおりです。 

⑴ 審査 

① 形式的審査 
所管課室において、提出書類の不備がないか、応募資格は満たしているか、提案された委託

料が上限額を超えていないか等について確認します。 

なお、応募資格については、「応募資格に係る確認書」（参考５）に基づき、申請者に対面又はオ

ンラインで確認を行います。併せて必要な関係機関への照会等を行います。 

② 選考委員会による審査 

ア プレゼンテーションの実施 

申請者の管理運営能力や提案内容について確認するため、書類審査のほか、原則として申

請者によるプレゼンテーションを実施します。 

また、申請者が多数の場合には、１次審査として書類審査を行った上、２次審査でプレゼ

ンテーションを実施します。 

イ 採点の基準 

選考基準に基づき各申請者の事業計画を評価・採点します。採点は、審査項目ごとに５段

階評価とすることを原則とし、県が求める水準に対しどの程度優れた提案がなされているか

という視点で評価します。 

〔基本的な採点基準〕 

・大変優れている  配点×1.0 

・やや優れている  配点×0.8 

・普通       配点×0.6 

・やや劣っている  配点×0.4 

・劣っている    配点×0.2 

ウ 申請者の順位の決定及び候補者の選定 

あらかじめ選考委員が協議し、意思の統一を図った上で決定した選定方法に基づき、申請 

者の順位を決定の上、候補者を選定します。 

エ 最低基準 

指定管理者の一定の質を確保するため、あらかじめ選考委員会に諮った上で、総得点にお

ける最低基準点を設定します。最高得点の申請者が最低基準点に満たない場合は、申請者全

員を失格とし、再公募又は非公募により改めて候補者を選定します。 

 

⑵ 指定管理者候補者の選定及び結果の通知 

選考委員会による審査を踏まえ、指定管理者候補者を選定します。 
また、指定管理者候補者を選定したときは、その結果について速やかに各申請者宛て通知し

ます。その際、指定管理者候補者以外の申請者に対しては、併せて理由の提示を行います。（要

綱第８条） 
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６ 指定管理者の指定 

⑴ 指定管理者の指定に関する議案の提出 

法第244条の２第６項の規定により、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、議

会の議決を経なければなりません。指定に当たって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わ

せようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称及び指定の期間等です。 

なお、指定管理者の指定及び債務負担行為の設定に関する議案については、原則として12月県

議会通常会議に提出するものとします。 
 

⑵ 債務負担行為の設定 

指定期間が複数年度にわたり、かつ、指定管理者に対して委託料を支出することが確実に見込

まれる場合には、債務負担行為を設定します。債務負担行為の設定額は、指定期間中の委託料上

限額の合計額とします。 
   なお、別に定める賃金スライド制度による委託料見直しに対応するため、債務負担行為の設定

に当たっては、賃金水準に一定以上の変動があった場合に算出する賃金スライド額の合計額を含

む旨追記することとします。 
 

⑶ 指定管理者の指定 

議会の議決後速やかに、指定管理者に指令書を交付するとともに、通則条例第８条第１項の規

定により、指定管理者の指定をした旨を告示します。 

また、指定管理者の名称、住所又は代表者名など、通則条例第７条第１号に掲げる事項に変更

があったときは、指定管理者はその旨を知事に届け出なければならないこととしています。この

場合の、当該届出書の様式は要綱第10条で定めるとおりです。 

なお、変更届があった場合には、当該公の施設の所管課室において、通則条例第８条第２項の

規定により、その旨を告示する必要があります。 

 

⑷ 歳入の徴収又は収納の委託 

公の施設の利用に係る料金について、指定管理者の収入とせず、県の歳入として使用料等

を徴収又は収納する使用料制の場合には、法施行令第158条の規定に基づき、使用料等の徴収

又は収納の事務を指定管理者に委託する必要があります。この場合、栃木県財務規則第53条

の規定に基づき、会計管理者に協議しなければなりません。 
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７ 協定の締結等 

⑴ 協定の締結 

施設の管理運営に関する詳細な取決めを行うため、通則条例第６条の規定により、指定管理の

開始までに、県と指定管理者とで協定を締結します。協定で定める事項は通則条例第６条で定め

るとおりです。 
また、協定の内容を変更する必要が生じた場合又は協定に規定されていない事項が生じた場合

には、県と指定管理者で対応を協議した上で変更協定を締結するものとします。 
 

⑵ 利用料金の承認 

利用料金について承認料金制を採用している施設の場合、各設管条例の規定に基づく利用料金

の承認手続が必要となります。承認は指定管理者からの申請に基づき行うこととなりますが、条

例の定める基本的枠組みに反しない限り、原則として承認を与えなければなりません。また、利

用料金を承認した場合、各設管条例施行規則の規定に基づき、県公報で告示します。 
なお、あらかじめ利用料金の減免基準を定める場合には、設管条例の規定に基づく承認手続が

別途必要となります。 
 

⑶ 業務の引継 

指定管理者が交代する場合、指定管理の開始前に現指定管理者と業務の引継ぎに関する協議を

行い、施設の管理に必要な資料の整理等を行わせます。また、新指定管理者への引継ぎの場に立

ち会うなど、指定期間の始期から円滑かつ支障なく管理運営業務ができるようにします。 
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８ 指定管理者による管理に当たっての留意事項 

⑴ 不当な利用拒否・差別的取扱いの禁止 

法第244条第２項及び第３項の規定により、指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の

施設を利用することを拒んではならず、また、住民が公の施設を利用することについて、不当な

差別的取扱いをしてはなりません。 

 

⑵ 個人情報保護 

指定管理者には、個人情報保護法第66条第２項第２号の規定により、指定管理業務を行うため

に収集した個人情報の適正な管理が義務付けられます。個人情報の保護のために講ずべき具体的

な措置とその遵守については、県と指定管理者との協定で定めるとともに、県は指定管理者に対

して必要かつ適切な監督を行わなければなりません。 

また、個人情報を取り扱う事務が指定管理者から第三者へと委託（再委託）される場合には、

県は再委託先に対しても間接的に監督義務を負うこととなります。この場合、再委託先にも指定

管理者と同様の措置を講じさせる必要があることから、県と指定管理者とで取り交わす協定書の

中に、指定管理者から再委託先に対して指定管理者と同様の措置を講ずるよう求めることなどの

事項を定め、再委託先における個人情報の適正な取扱いを確保することとなります。 

なお、個人情報保護の実効性確保の観点から、個人情報を保護するための具体的な措置、従事

者に対する教育研修及び個人情報の取扱いを再委託する場合の監督体制などは、選考に際しての

評価対象とします。 

 

⑶ 情報公開 

指定管理者には、栃木県情報公開条例第30条の２の規定により、当該公の施設の管理に関して

保有する情報の開示及び提供に関して努力義務が課せられます。 

具体的には、指定管理者は、「知事が所管する公の施設を管理する指定管理者の情報公開の推

進に関する要綱」等に基づき、文書等の開示に関する規程を定め、当該公の施設の管理に関する

文書等の開示及び当該公の施設の管理に関する経営状況等の公表（経営状況等に関する資料を県

民プラザに備え、県民の閲覧に供する）を行うことになります。 

 

⑷ 栃木県行政手続条例の適用 

指定管理者に当該公の施設の利用許可を行わせることとした場合、指定管理者は栃木県行政手

続条例における行政庁に相当します。そのため、個々の設管条例で許可基準が定め尽くされてい

る場合を除き、当該指定管理者は施設の利用の許可に当たっての審査基準を設定するとともに、

標準処理期間及び処分基準を定めるよう努めなければなりません。また、施設の利用の許可の取

消しを行う場合には聴聞手続を実施する必要があります。 

なお、指定管理者が行った施設の利用の許可についての審査請求は、法第244条の４第１項の規

定により、知事に対して行うものとされています。 

 

⑸ 行政財産の目的外使用許可 

① 指定管理者が行う自主事業 

指定管理者が行おうとする自主事業の内容が施設の設置目的の範囲外である場合には、行政

財産の目的外使用許可が必要となります。ただし、自主事業の内容が当該施設の設置目的に沿
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うものである場合、設管条例の規定に基づく施設の利用許可により実施することが可能です。

この場合においては、一般利用者との公平性を失しないよう留意することが必要です。 

② 飲料用自動販売機の設置 

飲料用自動販売機の設置運営業務については、当該公の施設の設置目的に沿うものとして指

定管理業務に位置付けることにより、目的外使用許可は不要とします。 

また、指定管理者に飲料用自動販売機の設置運営業務を行わせる場合には、原則として一般

競争入札を実施するよう求めるとともに、委託料上限額の算定時に、自動販売機設置収入見込

額の２分の１を経費総額から差し引くこととします。 
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９ 適正な管理運営の確保 

⑴ 指定管理者に対する監督 

① 事業報告書 

法第244条の２第７項の規定により、指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の

管理業務に関し事業報告書を作成し、県に提出しなければならないこととされています。 

事業報告書の提出期限等の詳細については、指定管理者との協定にその取扱いを規定するこ

ととなりますが、指定管理者の決算が確定しないなどの事情がある場合を除き、原則として毎

年度終了後60日以内に事業報告書を作成し、県に提出するよう求めることとします。 

なお、事業報告書に記載する事項は、要綱第11条に定めるとおりです。 
② 業務報告書 

法定の事業報告書のほか、施設の規模又は性格等に応じて、指定管理者に対し半期あるいは

四半期ごとに業務報告書の提出を求めることとします。 
③ 現地調査 

施設の規模又は性格等に応じて、定期及び随時に現地調査を実施し、管理運営が事業計画書

で定められた水準を満たしているか、履行確認を行います。 
④ 緊急時の対応 

指定管理者に対し、指定管理業務に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合には、

速やかに必要な措置を講ずるとともに、県及び関係者に報告するよう求めます。 

⑤ 指定の取消し又は業務の停止命令 

指定期間中に指定管理者が指定管理業務を継続することが困難となった場合には、指定の取

消し又は業務の全部若しくは一部の停止命令を行います。事業の継続が困難となった場合の対

応及びフローの参考例は別添９のとおりです。 
 

⑵ 指定管理者による自己評価 

指定管理者に対し、利用者満足度調査及び自己評価を実施するとともに、その実施結果を事業

報告書と併せて県に報告するよう求めます。利用者満足度は、原則として利用者アンケートによ

り把握するほか、当該施設の特性に応じて、利用者からの意見聴取などを実施します。 

また、自己評価については、当該施設の特性に応じて、指定管理者が申請時に提案した自己評

価手法により行うこととします。 

 

⑶ 管理運営状況の評価と評価結果の公表 

所管課室は、事業報告書の内容、指定管理者による自己評価結果及び現地調査の結果等を踏ま

え、指定管理者による管理運営状況の評価を実施します。評価は、項目ごとにＡ～Ｄの４段階評

価とし、指定管理者が提出した事業計画に対して、実際の取組内容がどの程度優れているのかと

いう視点で行います。 

また、指定管理者による管理運営状況について透明性を確保するため、管理運営状況及びその

評価結果については、県ホームページにおいて公表します。 

なお、管理運営状況の評価に関する様式は別添10のとおりです。 
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（別添１） 

公募要領（標準例） 
 

栃木県○○センターの管理運営を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第244条の２第３項及び「栃木県○○センター設置及び管理条例」（平成○○年栃木県条例第○

○号）第○○条の規定により以下のとおり指定管理者候補者を募集します。 

 

１ 施設の設置の目的、規模、その他概要に関する事項 

⑴ 設置目的 

※各施設の設置目的及び基本的性格等について、具体的に記載する。 

⑵ 名称及び所在地 

①名 称 栃木県○○センター 

②所在地 栃木県○○市○○町○○番○○号 

⑶ 施設の規模及びその他概要 

① 開  館 平成○○年○○月 

② 施設規模 鉄骨鉄筋コンクリート造地下○○階地上○○階 

③ 敷地面積○○㎡ 

④ 延床面積○○㎡ 

⑤ 施設内容 メインホール：○○席 

サブホール：○○席 

第１会議室：定員○○名○○㎡ 

第２会議室：定員○○名○○㎡ 

レストラン：○○席 

※施設の詳細についてはホームページを御参照ください。https://www.○○○○ 

 

２－１ 指定管理者が行う管理の基準 

⑴ 開館時間及び休館日 

① 開館時間：午前○○時から午後○○時まで 

② 休館日 

ア 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

イ 毎週○曜日 

ウ 12月29日から翌年１月３日まで 

※指定管理者は特に必要があると認めるときは知事の承認を得て、開館時間及び休館日を変更す

ることができます。 

⑵ 公平な利用の確保 

指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒んではなりません。ま

た、施設の管理業務を行うに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはなりません。 



- 20 - 
 

なお、障害者差別解消法及び栃木県障害者差別解消推進条例により、障害を理由とした不当な

差別的取扱いは禁止されています。県が策定した「栃木県障害者差別対応指針」を参考に対応し

てください。 

⑶ 管理運営を通じて取得した個人情報の保護 

指定管理者には個人情報保護法第66条第２項第２号の規定により、保有個人情報の漏えい、滅

失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置が義務づけられ

るとともに、従事者（その退職者を含む。）にも個人情報の漏洩禁止義務が課せられ、罰則も適用

されます。 

また、指定管理者からの委託先の事業者及びその従業者（その退職者を含む。）も含めて、個人

情報を適切に保護する義務を負うこととなります。 

⑷ 利用料金制度 

① 利用料金は、○○条例で定める範囲内において、知事の承認を得た上で、指定管理者が定め

ることとします。現行の利用料金等を参考にした上、利用料金を設定するとともに、その基本

的な考え方を示してください。 

また、利用形態に応じた割引制度などについて提案がある場合には、具体的内容及びその基

本的な考え方を示してください。 

（※参考として、条例で定める利用料金の下限額及び上限額並びに現行の額を記載する。） 

② 指定管理者は、徴収した利用料金をその収入として収受することとします。 

③ 利用料金体系については、県の承認を受けた上で変更できるものとしますが、変更が認めら

れた場合には、利用者に対し、十分な告知期間を設けるとともに、新たな利用料金体系の適用

期日より前に事前予約等をしている利用者に対して、不利益にならないよう対応してくださ

い。 

④ 次に該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することとします。 

（※施設の特性に応じて利用料金を減免する場合には、その内容及び根拠条項等を記載する。） 

〔例〕 障害者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例（平成５年栃木県条例第

２号）第２条に規定する場合 

    栃木県県民の日に関する条例（昭和60年栃木県条例第27号）第３条に規定する場合 

    とちぎの子ども・子育て支援条例（平成30年栃木県条例第39号）第20条第３項に規定

する場合 

⑸ インボイス制度への対応 

   消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応については、県と調整の上、適切

に実施してください。 

   実施内容については、以下のとおりです。 

  （※以下、国税庁のホームページ等を参照の上、各施設において必要な対応を記載する。） 

  〔想定される標準的な対応例〕 

   ・現行の区分記載請求書の記載事項に加えて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費

税額等を記載した適格請求書（インボイス）を買手である事業者に交付してください。 

   ・交付したインボイスの写しを約７年間保存してください。 



- 21 - 
 

   ・県に代わって指定管理者が施設の利用料等を徴収する場合、指定管理者が交付したインボイ

スの写しを県に送付してください。 

⑹ 施設環境の保持及びサービス向上 

施設を常に清潔に保つとともに、利用者に対するサービスの向上を図り、利用者数の増加に努

めてください。また、各種トラブル、苦情等には迅速かつ適切に対応してください。 

⑺ 環境への配慮 

ごみの削減、省エネルギー、環境負荷の低減に資する物品等の調達など、環境に配慮した運営

を行ってください。 

⑻ 危機管理 

災害、事故等あらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じ、県

及び関係機関等に通報できる体制を構築するとともに、必要な訓練等を行ってください。 

⑼ 法令の遵守 

地方自治法その他の関係法令、栃木県○○センター設置及び管理条例、同条例施行規則、個人

情報保護法、栃木県情報公開条例などを遵守しなければなりません。 

 

２－２ 指定管理者が行う業務の範囲 

指定管理者が行う業務の範囲は以下のとおりとします。詳細は別添○「指定管理業務に関する仕

様書」を参照してください。 

また、指定管理者は、業務範囲に掲げる業務の全部若しくは主要な部分を第三者に委託し、又は

請け負わせることはできませんが、主要な部分を除く業務については、県の承認を得た上で、第三

者に委託し、又は請け負わせることができるものとします。 

なお、これらの業務のうち、業務の主要な部分は仕様書で定めることとします。 

⑴ 指定管理業務 

① 施設の維持管理に関する業務 

ア ○○に関すること 

イ △△に関すること 

② 有料施設等の利用の許可に関する業務 

③ 施設の運営に関する業務 

ア ○○に関すること 

イ △△に関すること 

④ 上記①から③までに附帯する業務 

⑵ 指定管理業務以外の業務 

指定管理者が自主事業を行おうとする場合、あらかじめ県と協議し、その承認を得ることとし

ます。 

なお、自主事業の内容によっては、行政財産の目的外使用許可が必要となります。 

 

３ 申請者の応募資格 

別紙○「申請者の応募資格」のとおりです。 
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４ 指定期間 

令和〇（西暦）年４月１日から令和〇（西暦）年３月31日までの○○年間とします。ただし、こ

の期間は、栃木県議会での議決により確定します。 

なお、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。 

また、指定期間中であっても、施設を公の施設として廃止する場合があります。この場合におい

て、指定管理者に生じた損害又は損失に係る費用については、合理性が認められる範囲で県が負担

することを原則とし、県と指定管理者との協議により決定するものとします。 

 

５ 指定管理者候補者の選定方法 

⑴ 審査 

① 形式的審査 

各申請者から提出された書類については、事務局において形式審査を行います。審査において

は、申請者が応募資格を満たしているかを確認するために、申請書類の情報に基づき、関係機関に対

して照会します。 

なお、申請者の応募資格については、別紙○「応募資格に係る確認書」により、応募資格を満たし

ているかについて対面又はオンラインで確認を行います。詳細については、申請者宛て別途通知しま

す。 

② 選考委員会による審査 

ア 「栃木県○○センター指定管理者選考委員会の組織及び運営に関する要綱」に基づき設置

された「栃木県○○センター指定管理者選考委員会」（以下「選考委員会」という。）におい

て、申請者からのプレゼンテーションを受け、選考基準に基づき評価・採点を行い、申請者

の順位を決定の上、候補者を選定します。 

[※選考委員会で決定した選定方法を記載] 

なお、申請者多数の場合は、１次審査として選考委員会において提出書類による審査を行

うことがあります。 

イ プレゼンテーションの開催日時は、令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）とします

が、その詳細につきましては、申請者宛て別途通知します。 

また、プレゼンテーションは１団体３名以内で行うものとし、説明○○分、質疑応答○○

分を予定しております。 

ウ 選考委員会の委員は○名（５名以上）とし、その構成は次のとおりです。 

〔例〕学識経験者、○○分野の代表、公認会計士、所管部局職員（２名） 

なお、選考委員会は、率直な意見交換が損なわれるおそれがあること、また、法人その他

の団体の信用情報に関する内容等が取り上げられる可能性があることから非公開とします。 

エ 申請者が次の要件に該当する場合は、その者を審査対象から除外します。 

・提出書類に虚偽又は不正があった場合 

・申請者が選考委員会委員に接触し、又は接触しようとした場合 

・申請者、申請者の代理人又はそれ以外の関係者が選定に対する不当な要求を行った場合 

・複数の事業計画書を提出した場合 

・その他不正な行為があった場合 
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⑵ 選考基準 

選考委員会における審査項目及び配点は、別紙○「栃木県○○センターに係る選考基準」のと

おりです。 

⑶ 指定管理者候補者の選定及び結果の公表 

選考委員会の審査に基づき、指定管理者候補者の選定を行い、その結果について速やかに各申

請者宛てお知らせするとともに、ホームページで公表します。 

また、形式審査時及び１次審査時に評点審査の対象外となった申請者に対しては、その都度速

やかに結果及び理由をお知らせします。 

なお、申請者名及び審査結果の概要等については、選定結果として原則公表します。 

 

６ 委託料の上限額等 

⑴ 委託料の上限額 

指定期間中に県が支払う委託料の上限額は、次のとおりとします。 

（指定期間が10年の場合は、以下の内容を記載する。） 

 ※委託料の額については、県と協議の上、５年ごとに見直しを行います。 

また、指定期間中は災害等の特別な場合や後述する賃金スライド制度による委託料見直しの場

合を除き原則として変更しませんので、事業計画及び収支計画立案の際には注意してください。 

なお、委託料の上限額は、経費総額から以下の金額を差し引いた額です。 

①利用料金収入見込額 

②自動販売機設置収入見込額の２分の１ 

（※上記のほか、入居団体から徴する光熱水費又は利用者から徴する実費負担金等、委託料から

差し引いているものがある場合、漏れなく記載してください。） 

令和〇（西暦）年度○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

令和〇（西暦）年度○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

令和〇（西暦）年度○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

令和〇（西暦）年度○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

令和〇（西暦）年度○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

⑵ 委託料の精算 

原則として、委託料の精算は行いません。ただし、修繕費に余剰金が生じた場合、当該余剰金

については、県へ返納していただきます。 

〔委託料のうち、修繕費の額（指定期間総額）〕 

○○○，○○○千円（うち消費税及び地方消費税の額○○千円） 

⑶ 賃金スライド制度 

    社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、委託料の

見直しを行う制度（以下「賃金スライド制度」という。）を適用します。 

  賃金水準の変動の算定方法、対象となる職員及び経費の範囲、委託料の額の見直し方法その他

必要な事項については県が別に定めます。 

なお、賃金スライド制度により委託料が増額となった場合は、各施設における賃上げ状況等を

確認するため、フォローアップ調査を実施します。 
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７ 申請の手続 

⑴ 提出書類 

申請時には次の書類を提出してください。 

① 申請書（様式○） 

② 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの（定款、寄附行為のない団体にあっては、団体の

目的、事務所、資産に関する規定、代表者の任免に関する規定等を記載した書類） 

③ 以下の内容を記載した事業計画書（様式○） 

ア 管理及び運営に関する基本方針 

イ 指定期間の年度ごとの当該施設の管理及び運営に関する業務の実施計画 

ウ 年度ごとの当該施設の管理及び運営に要する委託料 

エ その他（自己評価手法など） 

④ 年度ごとの当該施設の管理及び運営に関する業務に係る収支予算書（様式○） 

⑤ 指定の申請に係る公の施設の管理の業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有す

ることを明らかにする書類（組織体制、職員配置等）（様式○） 

⑥ 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の適正な取扱を確保するた

めに講ずべき措置（安全管理体制、研修計画等）について定めた書類（様式○） 

⑦ 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の申請者に関する事業報告書、貸借対照

表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類（申請の日の

属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録） 

⑧ 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

⑨ 役員等の氏名（フリガナを含む）、生年月日、住所及び略歴を記載した書類（様式○）※様式

は参考４を参照。 

⑩ 指定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した

書類 

⑪ 法人である場合：登記事項証明書 

⑫ 県税、地方消費税の納税証明書（納税義務者でない場合、未納の税額がないことの証明書） 

⑬ 団体の設立趣旨、組織、事業内容等概要を記載した書類（様式○） 

※個人又は法人で構成する共同体（コンソーシアム）による申請の場合、⑦～⑬の書類は構成

員ごとに提出 

⑭ その他（所管部長等が必要と認める書類） 

 

【個人若しくは法人で構成する共同体（コンソーシアム）による申請の場合】 

⑮ コンソーシアム構成員表（様式○） 

⑯ コンソーシアムを構成する法人：登記事項証明書 

⑰ コンソーシアムを構成する個人：住民票の写し（マイナンバーの記載がないもの） 

⑵ 公募要領の配布 

① 公募要領の配布期間及び時間 

令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）～同年○○月○○日（○曜日） 

午前８時30分から午後５時15分まで（ただし､土曜日､日曜日及び祝日を除く｡） 
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② 配布場所 

〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号 栃木県庁本館○○階 

栃木県○○部○○課○○担当 担当者名 

電話：028-623-○○○○ 

E-mail：○○○○@pref.tochigi.lg.jp 
③ その他 

以下のホームページから公募要領がダウンロードできます。 

なお、郵便での配布は行いません。 

ＵＲＬ＝https://www.pref.tochigi.lg.jp/○○○○/ 

⑶ 現地説明会の開催 

① 開催日時 

令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）○○時～○○時（予定） 

② 開催場所 

栃木県○○センター 

③ 説明内容 

公募要領等の説明及び施設見学 

④ 参加手続 

説明会に出席する団体は、○○月○○日（○曜日）午後○○時までに、様式○○により、⑹

に示す担当者宛て原則として電子メールによりお申込みください。 

なお、参加人数は１団体○名以内とします。 

※当日配布する資料等もありますので、申請を行う場合は必ず現地説明会に出席してくださ

い。 

⑷ 公募に関する質問の受付 

① 質問の受付期間及び時間 

令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）～同月○○日（○曜日） 

午前８時30分から午後５時15分まで（ただし､土曜日、日曜日及び祝日を除く｡） 

② 受付方法 

原則、電子メールにより、⑹に示す担当者宛てお送りください。（様式自由） 

③ 回答方法 

質問に対する回答は、令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）の現地説明会において回答

するほか、○○月○○日（○曜日）までに県のホームページに掲載します。 

⑸ 指定申請の受付 

① 受付期間及び時間 

令和〇（西暦）年○○月○○日（○曜日）～同年○○月○○日（○曜日） 

午前８時30分から午後５時15分まで（ただし､土曜日、日曜日及び祝日を除く｡） 

② 受付場所及び方法 

原則、電子メールにより、上記期日内（必着）に、⑹に示す担当者宛て提出してください。 
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⑹ 現地説明会の申込み先、公募に関する質問先及び指定申請の提出先 

〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号 栃木県庁本館○○階 

栃木県○○部○○課○○担当 担当者名○○ 

電話：028-623-○○○○ 

E-mail：○○○○@pref.tochigi.lg.jp 

⑺ 留意事項 

① 事業計画書等の著作権は、申請者に帰属しますが、栃木県は、選定結果の公表等必要な場合

は、事業計画書等の内容を無償で利用できることとします。 

② 申請に関して必要となる経費は、申請者の負担とします。 

③ 提出された書類は、返却しません。 

④ 提出された書類は、栃木県情報公開条例に基づく情報公開請求の対象となり、開示すること

があります。 

⑤ 指定申請の提出期間経過後の書類の差替えは認めません。 

⑥ 栃木県が必要と認める場合には、追加資料の提出を求めることがあります。 

⑦ 指定申請の提出後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

 

８ 県と指定管理者のリスク分担 

基本的な考え方については別紙○「栃木県○○センターの管理に関する協定（案）」別記○リスク

分担表のとおりです。 

 

９ モニタリング 

⑴ 利用者アンケートの実施 

指定管理者は、利用者アンケートの実施その他ふさわしい手法により、利用者満足度を把握し

てください。また、アンケート等の結果及び意見・要望等への対応状況について、協定案第○条

の規定による各月の定期報告と併せて報告してください。 

なお、アンケート等の内容や実施方法については、県と協議の上、決定してください。 

⑵ 自己評価 

指定管理者は、把握した利用者の満足度を踏まえ、毎年度自己評価を実施し、その報告書を事

業報告書とともに提出してください。 

なお、自己評価については、当該施設にふさわしい方法を、事業計画書に記載してください。 

⑶ 県による評価項目 

県は、事業計画書に基づく指定管理業務が適正に実施されているか、指定管理者による管理運

営状況を下記項目ごとに評価し、その結果を毎年度公表します。 

① 住民の平等利用の確保 

② 施設の効用の最大限発揮 

③ 管理を安定的に行う物的人的基礎 

④ 個人情報保護 

⑤ その他（管理運営上の特記事項等） 
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⑷ 是正勧告等 

利用者からの意見・要望等への対応状況、事業報告書及び上記⑶の評価等の結果、業務内容に

改善が必要と認める場合、県は、立入調査を実施した上、指定管理者に対して業務改善勧告又は

是正勧告等を行います。 

なお、是正勧告等によっても改善が見られない場合や指定管理者の業務が仕様書の基準を満た

していないと判断した場合は、指定期間中でもその指定を取り消すことがあります。 

 

10 仕様書 

施設の各業務の詳細については、別添○「栃木県○○センター指定管理業務に関する仕様書」に

定めるものとします。 

 

11 協定 

指定管理者候補者の選定後、指定管理者候補者と細目について協議し、適正と認められた場合

は、議会の議決及び指定管理者の指定後に、県と指定管理者との間で協定を締結します。ただし、

協定締結又は協定発効以前に、指定管理者が財務状況の悪化や社会的信用の喪失など、指定管理者

としてふさわしくないと認められる状況となった場合は、協定を締結しない又は協定を解除するこ

とがあります。 

また、県は、指定管理者候補者が議会の議決を得られなかったとき、協定を締結しなかったとき

又は協定を解除した場合にあっても、指定管理者候補者が本件に関して支出した費用については補

償しません。 

なお、協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、県及び指定管理者双方が誠意を持って

協議するものとします。 

具体的な協定案については、別紙○「栃木県○○センターの管理に関する協定（案）」を参照して

ください。 

 

12 事業報告書等 

⑴ 事業報告書の提出 

毎年度終了後原則として60日以内に、前年度分の事業報告書を作成し、提出してください。 

なお、事業報告書に記載する事項は次のとおりです。 

① 管理業務の実施状況及び利用者の利用状況 

② 利用料金収入の実績 

③ 管理業務に係る経費の収支状況 

④ 施設修繕の実施状況 

⑤ 管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合には、その内容 

⑥ その他、施設の管理の実態を把握するために県が必要と認める事項 

⑵ 事業進捗状況報告書の提出 

各事業の実施状況について、四半期ごとに提出してください。 

なお、様式については別途定めます。 
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⑶ 修繕実績等の報告 

半期（又は四半期）ごとに、前期の修繕実績及び当期の修繕計画を報告してください。 

なお、修繕計画について必要があると認められる場合、県はその変更を指示することとしま

す。 

 

13 事業の継続が困難となった場合の措置 

⑴ 報告義務 

指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合には速や

かに県に報告し、県の指示を受けなければなりません。 

⑵ 改善指示及び指定の取消し 

県は、施設の適正な管理運営が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合、県は、指定管

理者に対して改善に向けて必要な指示を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めるこ

ととします。この場合において、指定管理者が当該期限内に改善策を実施することができなかっ

たときは、県は、指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるこ

ととします。 

⑶ 損害賠償 

指定の取消し又は業務停止により、県に損害が発生したときは、指定管理者はその損害を賠償

しなければなりません。 

⑷ 災害及び不可抗力等による場合の協議 

県及び指定管理者の責めに帰すことのできない事由により施設の管理運営の継続が困難となっ

た場合は、事業継続の可否について協議することとします。 

 

14 施設別利用状況 

施設の利用状況については、「栃木県○○センター施設別利用状況」を参照ください。 

なお、当該資料については、現地説明会において配布するほか、７－⑵で定める公募要領の配布

期間中、○○課事務室で配布します。 

また、施設の詳細な図面について閲覧を希望される場合には、同期間中○○課事務室において縦

覧に供します。 

 

15 原状回復等 

指定管理者は、指定期間が満了するとき（継続して指定管理者に指定されたときを除く。）又は指

定が取り消されたときは、速やかに原状回復して施設、設備、備品、管理に必要なデータ等を引き

渡すとともに、県又は新たな指定管理者と十分な業務の引継ぎを行うこととします。ただし、原状

回復について県の承認を得たときはこの限りではありません。 

 

16 その他 

⑴ 業務の引継 

指定管理者は、指定期間の始期から円滑かつ支障なく、施設の管理運営が実施できるように、

現指定管理者から引継ぎを受けることとします。 
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⑵ 文書の管理・保存 

指定管理者は、栃木県文書等管理規則に準じて、指定管理業務を行うに当たり作成又は取得し

た文書等について適正に管理及び保存することとします。 

⑶ 情報公開 

指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり作成又は取得した文書等のうち指定管理者が保有

しているものについて、栃木県情報公開条例第30条の２に基づき情報の開示及び情報提供を行う

こととします。 

⑷ 予約の優先 

指定管理の開始前になされている予約は、尊重することとします。 

⑸ 事務室等の使用 

指定管理者は、施設の管理に必要な事務スペース、倉庫等は、無償で使用できることとします

が、本社機能など施設の管理に直接関係ない業務には原則として使用できません。 

施設の管理に直接関係ない業務で使用する場合には、別途、行政財産の目的外使用許可が必要

となります。 

⑹ ネーミングライツ（施設命名権） 

指定期間中に、ネーミングライツパートナー契約に基づく愛称を用いることになった場合は、

指定管理者は変更された愛称を使用してください。 

また、施設の命名権に付随してネーミングライツパートナーが実施することができる権利があ

る場合（指定期間中にネーミングライツパートナー契約に基づく愛称を用いることになった場合

を含む）は、その円滑な実施に向け協力してください。 

 

17 問合せ先 

〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号 栃木県庁本館○○階 

栃木県○○部○○課○○担当 担当者：○○ 

電話：028-623-○○○○ 

E-mail：○○○○@pref.tochigi.lg.jp 



- 30 - 
 

（別添２） 

申請者の応募資格（標準例） 

１ 法人その他の団体（以下「法人等」という。）及び個人・法人等による共同体（以下「コンソーシア

ム」という。）並びにその構成員に関すること 

⑴ 指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法人等又はコンソーシアムであること 
⑵ コンソーシアムによる申請の場合には、コンソーシアムの名称を設定し、代表となる個人又は法人等

（以下「主たる構成員」という。）を選定すること 
なお、この場合、次の①～③については認められない 

① 指定申請後又は指定申請の受付期間終了後に構成員を変更すること 

② 構成員が重複して複数のコンソーシアムの構成員となること 

③ 構成員が法人等である場合に単独で申請を行うこと 
⑶ 法人等においては、栃木県内に主たる事務所（会社の場合には、会社法第４条に規定する本店。以下同

じ。）を有している又は設置する予定があること 

  コンソーシアムにおいては、次の①又は②のとおりとする 
  ① 主たる構成員が法人等の場合 

    栃木県内に主たる事務所を有している又は設置する予定があること 

  ② 主たる構成員が個人の場合 

    栃木県内の市町に住民登録がある又は住民登録の予定があること 

⑷ 次のいずれにも該当しないもの 
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 
② 栃木県から指名停止措置を受けているもの 
③ 県税（地方消費税を含む。）を滞納しているもの 
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）又は暴力団若しくは同法同条第６号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するもの 
⑤ 法人等又はコンソーシアム若しくはその構成員の責めに帰すべき事由により、地方自治法第 244 条の

2 第 11 項の規定に基づき栃木県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しの日から２

年を経過しないもの 
⑥ その他、指定管理者として適当でないと認められるもの 

２ 法人等の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。）又は

コンソーシアムを構成する個人に関すること 

⑴ 法人等の役員又はコンソーシアムを構成する個人のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと 
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

② 暴力団員等 
③ 本人の責めに帰すべき事由により、地方自治法第 244 条の２第 11 項の規定に基づき栃木県又は他の

地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過しない法人等の役員又はコンソ

ーシアムの構成員の役員若しくは個人であった者 
④ その他、指定管理者として適当でないと認められる者 

３ その他 ※必要に応じて、施設ごとに項目を追加 

（インボイス制度への対応を要する施設については、以下の内容を記載） 

 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）における適格請求書発行事業者として登録を受けた又は

登録を受ける予定の法人等であること 
 コンソーシアムによる申請の場合には、コンソーシアムとしての適格請求書を発行する者が、適格請求書発

行事業者として登録を受けた又は登録を受ける予定のコンソーシアム又はその構成員であること 
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（別添３） 

選考基準（標準例）  
評価体系 審査項目 配 点 

１ 基本的事項 

（35点） 

 

① 平等利用・適正な権限行使 

申請者の策定した基本方針及び業務の実施計画等は、以下のとおり住民の平等

利用の確保を図るものとなっているか。 

・施設運営における住民の平等な利用について考慮されているか。 

・事業内容に偏りがあり、一部の住民に利用者が限定されることはないか。 

・合理的な理由なく、一部の利用者を制限又は優遇していることはないか。 

５ 

 ② 提案の合目的性・的確性 

申請者の策定した基本方針及び業務の実施計画等は、当該施設の設置目的に適

合する内容となっているか。 

また、業務内容は、県民ニーズを十分に把握し、県民サービスの向上を図るも

のとなっているか。 

５ 

 ③ 提案の具体性 

申請者の策定した業務の実施計画は、当該施設の利用促進や経費節減に対する

取組が具体的に示されているか。 

５ 

 ④ 提案の実現性 

申請者の策定した業務の実施計画は、事業内容や事業量を適切に把握し、実現

性が高い内容となっているか。 

５ 

 ⑤ 個人情報保護 

申請者は、プライバシーポリシーの策定及び公表、事業者内部の責任体制の整

備、個人情報の取扱いを外部に委託する場合の監督体制の整備、従業者に対する

教育研修など、個人情報保護に関する措置を既に行っているか。 

また、申請者の策定した個人情報の安全管理体制、委託先も含めた従業者の研

修計画等は個人情報保護のために十分なものとなっているか。 

５ 

 ⑥ 安全対策（事故・災害発生時の対応） 

事故又は災害発生時に講ずるべき対応策（連絡体制の整備、避難誘導、応急措

置等）及び業務従事者への研修計画等は適切なものとなっているか。 

５ 

 ⑦ 安全対策（安全管理・防災対策） 

事故等を防止するための事前の安全管理対策及び防災対策は適切なものとなっ

ているか。 

５ 

２ 事業者評価 

（20点） 

① 人的基礎 

申請者が計画している職員体制及び配置人員（現場責任者、有資格者、指揮系

統、責任権限等）は適切なものとなっているか。 

また、一部業務を第三者へ委託する場合、その業務の範囲、理由及び委託先に

対する考え方は適切なものとなっているか。 

５ 

 ② 経理的基礎 

申請者の現在の事業活動状況や経営状況等から、申請者は提案内容のとおり安

定的に施設の管理運営を行う財政基礎を有していると認められるか。 
５ 

 ③ 申請者の経営理念・姿勢等 

申請者の経営理念や方針は、当該施設の指定管理者としてふさわしいものとな

っているか。 

また、指定管理に取り組むに当たっての申請者の姿勢は、積極的かつ真摯なも

のとなっているか。 

５ 

 ④ 過去の実績 

申請者の、類似施設の管理運営実績や関連業務の実施状況等から、申請者は当

該施設を良好に管理運営するためのノウハウ等を有していると認められるか。 
５ 
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評価体系 審査項目 配 点 

３ アイデア等

評価 

（15点） 

① 改善性 

申請者が策定した業務の実施計画は、施設の運営（運営時間、運営方法、利用

料金、周知方法等）の改善を図るものとなっているか。 

また、申請者から提案された自己評価手法は、当該施設の特性にふさわしく、

かつ、業務改善につながるものとなっているか。 

５ 

 ② 独創性 

申請者の策定した業務の実施計画及び提案した自主事業の内容は、創意工夫や

斬新性が認められ、利用者の利便性の向上や施設の魅力度の向上に寄与するもの

となっているか。 

５ 

 ③ 社会性 

申請者の策定した業務の実施計画は、以下の項目に配慮した内容となっている

か。 

・障害者、高齢者及び子どもの利用に対する配慮 

・省エネ、環境（騒音・光害対策、ごみ削減等）への配慮 

・地域貢献、地域住民への配慮 

５ 

４ 価格等評価 

（20点） 
① 経済性 

申請者が作成した収支計画は、事業内容が漏れなく反映され、かつ、過大又は

過小な見積りはなく、収支のバランスがとれたものとなっているか。 

また、収支計画は、経費の節減に努める内容となっているか。 

５ 

 ② 提案価格評価 

申請者からの提案価格に対する得点は、以下により算定する。 

ただし、最低点数は０点とする。 

（算定式） 

・得点 ＝ 配点 － （最低提案価格からの増加率※ × 0.5） 

※増加率(％) ＝ ｛（提案価格 － 最低提案価格）／最低提案価格｝× 100 

15 

５ その他 

（10点） 
・施設の特性に応じて所管課が設定・配点（キャッシュレス決済の導入等） 

※上記項目の配点を変更し、合計点を100点にすることも可 
10 

計 100 

 

〔評価基準〕 

選考委員会において評点審査を行うための評価基準は以下のとおりとします。 

評価 点数 

大変優れている 配点×1.0 

やや優れている 配点×0.8 

普通 配点×0.6 

やや劣る 配点×0.4 

劣る 配点×0.2 

 

〔最低基準〕 

指定管理者候補者として選定されるための最低基準点は、総得点から、上表４－②の提案

価格評価点を除いた点数の100分の60とします。 

最高得点の申請者が最低基準点に満たない場合は、申請者全員を失格とし、再公募又は非

公募により改めて候補者を選定します。 
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（別添４） 

申請に必要な提出書類一覧 
 

No 提出書類名 条例等の条項 

１ ・申請書 条例第４条本文 

規則別記様式 

２ ・定款、寄附行為その他これらに準ずるもの 

※定款又は寄附行為等のない団体にあっては、団体の目的、事務所、資産に関する

規定、代表者の任免に関する規定等を記載した書類 

条例第４条第１号 

３ ・以下の内容を記載した事業計画書 

ア 管理及び運営に関する基本方針 
イ 指定期間の年度ごとの当該施設の管理及び運営に関する業務の実施計画 
ウ 年度ごとの当該施設の管理及び運営に要する委託料 
エ その他（利用者ニーズの把握方法、自己評価手法など） 

条例第４条第２号 

４ ・年度ごとの当該施設の管理及び運営に関する業務に係る収支予算書 条例第４条第２号 

５ ・指定の申請に係る公の施設の管理の業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能

力を有することを明らかにする書類（組織体制、職員配置等） 
条例第４条第３号 

６ ・指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報の適正な取り扱い

を確保するために講ずべき措置（安全管理体制、研修計画等）について定めた書類 
条例第４条第４号 

７ ・申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の申請者に関する事業報告書、

貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする

書類（申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における

財産目録） 
※個人又は法人で構成する共同体（コンソーシアム）による申請の場合、各構成員

が当該書類を提出 

条例第４条第５号 

８ ・申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書 条例第４条６号 

９ ・役員等の氏名（フリガナを含む）、生年月日、住所及び略歴等を記載した書類 規則第５条第２項第１号 

要綱第４条第３号 

10 ・指定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を

記載した書類 

規則第５条第２項第２号 

11 ・登記事項証明書（法人の場合） 規則第５条第２項第３号 

12 ・県税、地方消費税の納税証明書（納税義務者でない場合、未納の税額がないことの証

明書） 
要綱第４条第４号 

13 ・団体の設立趣旨、組織、事業内容等概要を記載した書類 要綱第４条第５号 

14 ・その他所管部長等が必要と認める書類 

※申請時に、申請者が県内に本店又は主たる事務所を設置していない場合、本店又

は主たる事務所の設置計画（予定地、スケジュール等）に関する書類の提出を求

めること 

要綱第４条第６号 

15※ ・コンソーシアム構成員表 要綱第４条第２号 

16※ ・登記事項証明書（コンソーシアムの構成員が法人の場合） 要綱第４条第１号 

17※ ・代表者の住民票の写し（コンソーシアムの構成員が個人の場合） 要綱第４条第１号 

 
※No.15～17は、共同体（コンソーシアム）による申請の場合 



- 34 - 
 

（別添５） 

リスク分担表（標準例） 
No 種  類 内    容 負 担 者 

県 指定管理者 

１ 物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増減  ○ 

  施設の管理運営に著しい影響を及ぼすもの（※） ○  

２ 金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

３ 周辺地域・住民及び

施設利用者への対応 

地域との協調  ○ 

 施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反

対、訴訟、要望への対応 
 

 
○ 

 上記以外 ○  

４ 法令の変更 

 

当該施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす法令変更 ○  

 上記以外  ○ 

５ 税制度の変更 当該施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす税制変更 ○  

 消費税の増加、減少、廃止等に伴う委託料の増加・減少 
消費税の増加、減少、廃止等に伴う納付金の増加・減少 

○ 

 

 

○ 

 上記以外  ○ 

６ 政治、行政的理由に

よる事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生

じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 
○ 

 

 

７ 不可抗力 

 

 

 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動

その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのでき

ない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復によ

る経費の増加及び事業履行不能 

○ 

 

８ 書類の誤り 仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

 事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの  ○ 

９ 支払い遅延 経費の支払い遅延（県→指定管理者）によって生じた事由 ○  

 経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事由  ○ 

10 施設・設備の損傷 「施設の改築及び修繕等の実施区分」による 

11 展示物、資料等の損

傷 

管理者としての注意義務を怠ったことによるもの  ○ 

 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの（小

破修繕で対応できるもの） 
 

 
○ 

 第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの（上

記以外） ○ 
 

 

12 第三者への賠償 管理者としての注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与

えた場合 
 

 
○ 

 上記以外の理由により第三者に損害を与えた場合 ○  

13 セキュリティ 警備不備による犯罪発生  ○ 

14 収益の減少 利用者の減少に伴う指定管理者の収益の減少  ○ 

15 個人情報の漏えい   ○ 

16 事業終了時の費用 

 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務

を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 

 
○ 

※「著しい影響」とは、別添11の賃金スライド制度における「一定以上の変動が見られた場合」等をいう。 
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施設の改築及び修繕等の実施区分 
 

区分 項  目 

実施区分 

実施区分の考え方 
県 

指定管

理者 

建物 改築又は大規模修繕 

資本的支出及び見積額 

100万円以上の修繕 

○ 

 建築基準法施行令第１条に規定する「構造耐力上主要な

部分」については、所有者である県が管理すべきもので

あるため、必要に応じて県が行う。 

見積額100万円未満の修繕  

 
○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として指定管

理者が実施する。 

構築物 

 

 

 

新設等 

 

 

 

 

 

基本的に構築物での新設等は考えていないが、必要に応

じ県と指定管理者で協議する。 

資本的支出及び見積額100万

円以上の修繕 
○ 

 

 

 

 

見積額100万円未満の修繕 

 

 

 
○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として指定管

理者が実施する。 

機械装置 

 

 

新設等 

 

 

 

 

 

基本的に機械装置単独での新設等は考えていないが、必

要に応じ県と指定管理者で協議する。 

資本的支出及び見積額 

100万円以上の修繕 
○ 

 

 

 

 

見積額100万円未満の修繕 

 

 

 
○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として指定管

理者が実施する。 

工具器具 

備品 

購 入 

 

 

 

○ 
 

 

公の施設の維持管理として必要と認められる備品の購入

は、県が実施する。 

 

 
○ 

営業として集客力向上のためなどに要する備品の購入は、

指定管理者が実施する。 

資本的支出となる修繕 ○  県の所有する備品に限る。 

上記以外の修繕 

 

 

 
○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務として指定管

理者が実施する。 

上記以外の建物、構築物、機械装置、工

具器具備品の改築・改造等 

 

○ 

指定管理者が委託料以外の費用により、サービスの向上

や効率的な管理運営のため、改築等した部分についての

権利を将来にわたって主張しないことが条件。 

 

【基本的考え方】 

１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修（小修繕：見積額100万円未満のもの

等）は、施設の管理に付随するものであるため、指定管理者が実施し、それ以外は県が実施する。 

  ただし、指定管理者からの申し出があり、かつ、県の承認を得た場合、200万円未満の修繕については、指定管

理者が実施可能とする。 

２ 指定管理者は、建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は修繕及び備品の購入等に当

たっては、原則としてあらかじめ県と協議し、承認を受けなければならない。 

３ 修繕等の費用の負担者は実施区分と同様とする。ただし、天災その他不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費

用の負担については、県と指定管理者で協議する。 

４ 「備品」とは、その形質又は形状を変えることなく、長期間継続して使用及び保存をすることができるもので、取

得価額又は評価額が10万円以上のものをいう。※ 

 

※１ 平成31（2019）年度以降に指定手続を実施する場合に記載すること。 

※２ 協定の締結時期が平成30（2018）年度以前の場合、備品の基準額は２万円とする。 
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（別添６） 

管理に関する協定（標準例） 

 

栃木県（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）とは、令和〇（西暦）年○月○○

日付け栃木県指令○○第○○号による指定管理者の指定に基づく管理運営業務について、栃木県公の

施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号。以下「通則条例」

という。）第６条の規定に基づき、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

  

 （本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、栃木県○○センター（以下「センター」という。）を適

正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （趣旨の尊重等） 

第２条 乙は、センターの設置目的、指定管理者の指定の意義及び管理運営業務の実施に当たって求

められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

 

（指定管理業務） 

第３条 甲は、栃木県○○センター設置及び管理条例（○○年栃木県条例第○○号。以下「条例」と

いう。）第○○条〔※業務の範囲の条項〕の規定に基づき、次に掲げる業務を乙に行わせる。 

⑴ センターの維持管理に関する業務 

⑵ 有料施設の利用の許可に関する業務 

⑶ センターの運営に関する業務 

⑷ 前３号に掲げる業務のほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務のうち知事のみ

の権限に属するものを除く業務 

２ 前項各号に掲げる業務の細目は、別紙１「指定管理業務に関する仕様書」に定めるとおりとする。 

 

（指定期間） 

第４条 乙が、センターの指定管理者として、前条第１項各号に掲げる業務を行う期間は、令和〇（西

暦）年４月１日から令和〇（西暦）年３月31日までとする。ただし、地方自治法（昭和22年法律第

67号。以下「法」という。）第244条の２第11項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて

管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、この限りではない。 

２ 管理運営業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

（善管注意義務） 

第５条 乙は、関係法令及び本協定の定めるところに従うほか、甲が必要に応じて指示する事項を遵

守の上、善良なる管理者の注意をもって、センターを常に良好な状態に管理する義務を負うものと

する。 

 

（業務の実施） 

第６条 乙は、関係法令、条例、本協定等のほか、公募要領及び公募時に提出した事業計画書に従っ

て管理運営業務を実施するものとする。 

２  本協定、公募要領等及び公募時に提出された事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協

定、公募要領、公募時に提出された事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。 

３  前項の規定にかかわらず、公募時に提出された事業計画書で指定管理業務に関する仕様書を上回

る水準が提案されている場合は、当該事業計画書に示された水準によるものとする。 
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（委託料） 

第７条 指定管理業務に対する委託料の額は、次のとおりとする。 

   令和〇（西暦）年度（令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

   令和〇（西暦）年度（令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

   令和〇（西暦）年度（令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

   令和〇（西暦）年度（令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

   令和〇（西暦）年度（令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

２ 委託料の支払いは、年度ごとに甲乙協議の上作成する支払計画書に従い、乙の請求に基づき、甲

が支払うものとする。 

３ 指定管理期間中において、社会一般における賃金水準等に一定以上の変動が生じた場合には、甲

は、当該変動等の影響を踏まえ、委託料の額の見直しを行うものとする。 

４ 前項の規定による委託料の額の見直しは、指定管理期間の２年目以降に適用するものとする。 

５ 前二項に定めるもののほか、賃金水準の変動の算定方法、対象となる職員及び経費の範囲、委

託料の額の見直し方法その他必要な事項については、甲が別に定める。 

 

（委託料の精算） 

第８条 乙は、指定期間の終了に際し、委託料のうち修繕費に余剰金が生じたときは、指定期間終

了後45日以内に当該余剰金を甲に返還しなければならない。 

 

（委託料の額の変更） 

第９条 委託料の額を変更すべき特別な事情（第７条第３項の規定に基づく委託料の額の見直しを除

く。）が生じた場合には、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 

※指定期間が10年の場合 

（委託料の額の変更） 

第９条 令和○（西暦）年度以降の委託料については、令和○（西暦）年度中に、甲乙協議の上、

額の見直しを行うものとする。 

２ 委託料の額を変更すべき特別な事情が生じた場合には、その都度、甲乙協議の上、定めるもの

とする。 

 

（利用料金） 

第10条 利用者が納付する利用料金は、乙の収入とする。 

２ 乙は、条例に基づき、あらかじめ甲の承認を受けて、利用料金の額を定めるものとする。 

３ 乙は、甲との協議を経て、利用料金の減免について定めるものとする。 

 

（管理の基準） 

第11条 乙が行うセンターの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 臨時にセンターの休館日を定める場合は、あらかじめ甲の承認を受けること。 

⑵ センターのホール、ギャラリー等（以下「利用施設」という。）の利用時間を変更するときは、

あらかじめ甲の承認を受けること。 

⑶ 休館日及び利用時間並びに利用料金（減免制度を含む。）は、見やすい場所に掲示すること。 

⑷ センターの施設等を引き続いて利用することができる期間を変更するときは、あらかじめ甲の

承認を受けること。 

⑸ 利用の許可及び許可の取消し又は利用の停止は、条例第○条、第○条及び第○条の規定並びに

次条の規定により行うこと。 
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⑹ 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者については、その記録を作成

し、速やかに甲に報告すること。 

⑺ 受動喫煙を防止するために必要な措置を講じること。 

⑻ 施設及び設備は、定期的に保守点検を行い、その記録を作成すること。 

⑼ 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、必要な修繕は速やかに行うこと。 

⑽ 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したときは、速や

かに甲に報告すること。 

⑾ 施設又は施設利用者に災害が生じたときは、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに甲に報告す

ること。 

⑿ 建物の改築、構築物の新設等又は機械装置の新設等、センターの現状を変更しようとするとき

は、あらかじめ甲と協議し、承認を受けること。 

⒀ 防災、防犯その他不測の事態への対応等についてマニュアルを作成し、職員に周知徹底するこ

と。 

⒁ 指定管理業務に係る収入及び支出は、乙の他の口座とは別の口座で管理すること。 

⒂ 指定管理業務に係る会計処理は、乙の他の事業から区分して経理すること。 

⒃ 指定管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、５年間保存すること。 

⒄ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報は、第25条に定めるところにより適正に取り

扱うこと。 

⒅ その他適正な管理を行うため甲が必要と認める事項を遵守すること。 

 

（利用に関する許可の基準） 

第12条 乙は、利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許

可しないことができる。 

⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 

⑵ 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。 

⑶ 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認められるとき。 

⑸ 衛生上支障があると認められるとき。 

⑹ その他管理上支障があると認められるとき。 

２ 乙は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事

務所（以下この条において「事務所」という。）に備付けその他の適当な方法により公にしておか

なければならない。 

３ 乙は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべ

き標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所に備付けその他の適当

な方法により公にしておかなければならない。 

４ 乙は、条例第○条の規定による当該利用の許可の取消し等の不利益処分をするときに必要とされ

る基準を定め、かつ、これを事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなけ

ればならない。 

５ 乙は、前項の不利益処分をするときは、栃木県行政手続条例（平成７年栃木県条例第39号）第12

条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第１項第１号の聴聞

を実施するときは、栃木県聴聞手続規則（平成６年栃木県規則第55号）の例により当該聴聞の手続

を行うものとする。 

６ 乙は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬（身体障害者補助犬法（平成

14年法律第49号）第２条第１項に規定する身体障害者補助犬をいう。）を同伴することを拒んでは

ならないものとする。 

 

 （総括責任者の配置） 
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第13条 乙は、乙の職員のうちから指定管理業務に関する総括責任者を配置し、当該責任者の住所、

氏名その他必要な事項を甲に報告しなければならない。当該責任者に係る事項を変更したときも、

同様とする。 

 

 （利益供与に関する指導） 

第14条 乙は、乙の職員その他乙の指揮命令下にある者が、指定管理業務の執行に関連して、センタ

ーの利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。 

  

 （開業準備） 

第15条 乙は、指定管理業務を開始する日に先立ち、管理運営業務の実施に必要な資格者及び人材を

確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

 

（年度別事業計画書等） 

第16条 乙は、令和〇（西暦）年度から令和〇（西暦）年度までの年度ごとに、あらかじめ次に掲げ

る内容を記載した年度別事業計画書を作成し、各年度の前の年度の２月末日までに、甲に提出する

ものとする。 

⑴ 管理執行体制 

⑵ 事業計画 

⑶ 指定管理業務に係る当該年度の収支予算案 

⑷ その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について必要があると認められるときは、乙に対

してその変更を指示することができる。 

３ 乙は、指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため、毎年度の決

算が確定した時点で速やかに通則条例第４条第５号に定める書類（法人でない団体についてはこれ

に準ずる書類）を甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、甲の承認を得なければ、甲に提出した事業計画書を変更することができない。 

 

（定期報告） 

第17条 乙は、次に掲げる事項について毎月10日までに前月の状況を甲に報告するものとする。 

⑴ 利用者の利用状況 

⑵ 利用料金収入 

 

（事業報告書の作成及び提出） 

第18条 乙は、毎年度終了後（法第244条の２第５項の規定による指定を受けた期間が１年以内であっ

た場合においては、当該指定を受けた期間の満了後）原則として60日以内に、センターに関する次

に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の中途

において法第244条の２第11項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の管理の業務

の停止を命じられたときは、指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命じられた日から起算し

て30日以内に、当該年度分として、指定を取り消され、又は管理の業務の停止を命じられた日まで

の間の事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 

⑴ センターの指定管理業務の執行状況及び施設の利用状況 

⑵ センターの使用料又は利用料金収入の実績 

⑶ センターの管理運営に係る経費の収支状況 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、センターの管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項 

 

（自己評価の実施） 

第19条 乙は、センターの効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、指定管理者として

の管理運営について、毎年度、利用者の満足度を踏まえた自己評価を実施して、その報告書を前条

本文の事業報告書とともに甲に提出しなければならない。 
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（業務報告の聴取等） 

第20条 甲は、法第244条の２第10項の規定に基づき、センターの管理の適正を期するために、乙に対

して、第11条に定める管理の基準に従って行われるべき当該指定管理業務及びその経理の状況に関

し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができ

る。 

２ 甲は、第18条に定める年度別の事業報告書及び前条の自己評価の報告書の点検並びに実地の調査

の結果を踏まえ、乙による管理運営状況の評価を行い、その結果を公表するものとする。 

３ 前項に規定する評価の具体的な実施方法は、甲が別に定める。 

 

（地位の承継等の制限） 

第21条 乙は、指定管理者の地位を第三者に承継させ、又は、指定管理者としての権利について譲渡、

担保権の設定、その他の処分をしてはならない。 

 

（委託等の禁止） 

第22条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、当該業務の全部又は主要な部分（別紙１「指定管理業

務に関する仕様書」において定める業務をいう。）を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。 

２ 乙は、指定管理業務の一部（前項に規定する主要な部分を除く。以下同じ。）を第三者に委託し、

又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を甲に提出

しなければならない。 

４ 乙が指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責任及び費用に

おいて行うものとし、指定管理業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じ

た損害及び増加費用については、全て、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用と

みなして、乙が負担するものとする。 

 

（譲渡等の禁止） 

第23条 乙は、センターの施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用

若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。 

 

（文書の管理・保存） 

第24条 乙は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等（図画及び電磁的記録を含

む。以下同じ。）については、別記１「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理・保存しな

ければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第25条 乙は、指定管理業務の遂行に当たり、個人情報の取扱いについては、別記２「個人情報取扱

特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（秘密保持義務） 

第26条 乙は、乙の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人

を含む。）若しくは指定管理業務に従事している者又はこれらの者であった者が、指定管理業務に

関し知り得た秘密（個人情報を除く。）を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な

措置を講じなければならない。 

２ 乙は、指定管理業務の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対しても秘密の保持を義

務づけるものとする。 

 

※指定管理者が市町村の場合 



- 41 - 
 

（秘密保持義務） 

第26条 乙は、指定管理業務に従事している者又はこれらの者であった者が、指定管理業務に関し

知り得た秘密（個人情報を除く。）を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措

置を講じなければならない。 

２ 乙は、指定管理業務の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対しても秘密の保持を

義務づけるものとする。 

 

（情報公開） 

第27条 乙は、指定管理業務の執行に当たり作成し、又は取得した文書等であって、乙が保有してい

るものの公開については、乙が定める情報公開規程等により行うものとする。 

２ 前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、乙は、甲と協議するものとする。当該情報公開規

程等を変更する場合も同様とする。 

３ 乙は、公の施設の管理に関する経営状況等の公表を行うものとする。 

  

（環境への配慮） 

第28条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。 

⑴ 電気、ガス、水等の使用量削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素等温室

効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルの推進や適正処理を

図ること。 

⑵ 資源採取から廃棄に至る物品等のライフサイクル全体について環境負荷の低減に配慮した物品

等の調達に努めること。 

 

（リスク分担） 

第29条 指定管理業務に関するリスク分担については、別記３「リスク分担表」のとおりとする。 

２ 前項に定める事項について疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場

合は、甲乙両者で協議の上リスク分担を決定する。 

 

（施設、設備及び物品の使用） 

第30条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、甲の所有に属するセンターの施設、設備及び物品を使

用することができる。 

 

（施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分） 

第31条 施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分については、別記４「施設の改築及び修繕等

の実施区分」のとおりする。 

２ 乙は、センターの建物、構築物、機械装置又は工具器具備品について、改築、新設、修繕その他

の現状変更が必要と認められるときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。 

 

 （保険契約等） 

第32条 乙は、指定管理業務を開始する日までに、別紙２に定める内容の保険契約を締結するものと

し、指定の期間中、当該保険契約に引き続き加入していなければならない。 

２ 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面の写しを速

やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。 

 

 （緊急時の対応） 

第33条 指定の期間中、指定管理業務の執行に関連して事故、災害等の緊急事態が発生した場合、乙

は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなけ

ればならない。 

 

（第三者の損害の負担） 
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第34条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じ

た場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

２ 乙は、乙が行うセンターの管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じ

た場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

３ 前２項の場合における乙の責任分担の割合は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

４ 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場

合を除き、乙が負担するものとする。 

 

（原状回復） 

第35条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により施設、設備又は物品を

滅失し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、乙に代わって

原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要し

た費用を負担しなければならない。 

 

（指定管理業務の継続が困難となった場合の措置等） 

第36条 乙は、次条の規定に該当するなど、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれ

が生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により、指定管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じ

た場合には、甲は、乙に対して必要な指示を行い、又は改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の

提出及び実施を求めることができる。 

３ 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により指定管理業務の継続が困難と

なった場合又はそのおそれが生じた場合には、甲と乙は、指定管理業務の継続の可否について協議

するものとする。 

 

（指定の取消し等） 

第37条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の２第11項の規定により、指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる。 

⑴ 法人その他の団体が倒産（解散）したとき。 

⑵ 財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理の継続が困難であると認められるとき。 

⑶ 本協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。 

⑷ 法の規定による監査を拒否又は妨害したと認められるとき。 

⑸ 個人情報の保護に関する取扱いに関して重大な欠陥があると認められるとき。 

⑹ 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。 

⑺ 乙が、公募に際して虚偽の記載をし、若しくは申立てをしたと認められるとき、又は組織的な

違法行為を行った場合等、指定管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断さ

れるとき。 

⑻ その他乙に指定管理業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の２第10項の規定により、必要な指

示を行い、指示に従わないときは、同条第11項の規定により、指定を取消し又は期間を定めて管理

の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

⑴ 公募要領に定める応募資格を失ったと認められるとき。 

⑵ 財務状況が悪化し、管理運営業務の履行に影響があると認められるとき。 

⑶ 本協定の事項に関して違反をしたと認められるとき。 

⑷ 個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。 

⑸ 関係法令、条例又は規則に関して違反したと認められるとき。  

⑹ その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 

（委託料の返還） 
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第38条 乙は、前条の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により委託料の全部又は一部を返還しなければなら

ない。 

 

（損害賠償等） 

第39条 乙は、指定管理業務の執行に当たり、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、法第244条の２第11項の規定により指定の取消し等をされた場合において、甲に損失が生じ

たときは、その損失を補填しなければならない。 

 

（施設等の引渡し） 

第40条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなったとき、又は

法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、センターの施設、設備

及び物品を甲の指定する期日までに、通則条例第９条の規定に従い原状に回復した上で甲に引き渡

さなければならない。 

２ 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、乙に代わって

原状に回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要し

た費用を負担しなければならない。 

 

（指定管理業務の引継） 

第41条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了した後、又は法第244条の２第11項の規定により指定管

理者の指定が取り消された後において、センターの運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、後任の

指定管理者等に対して業務の引継を実施するものとする。なお、引継の方法等については、別途協

議するものとする。 

２ 乙は、前項に規定する引継ぎに要する乙の費用を負担するものとする。 

 

 （協定の改定） 

第42条 本協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、甲、乙協議して、

本協定を改定することができる。 

 

（公の施設の廃止） 

第43条 甲は、第４条の規定による指定期間にかかわらず、センターを公の施設として廃止するこ

とができる。 

２ 前項の公の施設の廃止により乙に生じた損害又は損失に係る費用については、合理性が認めら

れる範囲で甲が負担することを原則とし、甲及び乙の協議により決定するものとする。 

 

（信義則） 

第44条 甲と乙は信義を重んじ、誠実に本協定を遵守しなければならない。 

 

 （管轄裁判所） 

第45条 本協定に関する訴訟の提起は、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

 

（協定の費用） 

第46条 本協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（疑義等の解決） 

第47条 本協定に定める事項について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項で必要があると

きは、甲、乙協議して定めるものとする。 
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本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を所持す

る。 

 

 令和〇（西暦）年 月 日 

甲 

 

乙  
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別記１ 

 

文書管理上の留意事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、その業務に従事している者が文書等を取り扱う際には、適正かつ円滑に処理し、散逸、

汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の経過を明らかにしておくよう必要な措

置を講じなければならない。 

 

（文書等の管理基準等） 

第２ 乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、文書等の管理及び整理などに関して、当

該業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。 

 

（文書等の保存期間） 

第３ 処理が完結した文書等（以下「完結文書」という。）の保存年限は、栃木県文書等管理規則（平

成13年栃木県規則第17号）別表に準じて定めるものとする。 

 

（文書等の廃棄の手続） 

第４ 乙は、甲の承認を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するものとする。なお、完結

文書の廃棄は、文書等の内容、媒体等に応じて、適正かつ確実な方法により行うものとする。 

 

（文書等の引継ぎ） 

第５ 乙は、指定管理者の指定期間が満了した後、又は法第244条の２第11項の規定により指定管理者

の指定が取り消された後には、保存年限が到来していない完結文書又は甲の指示したものを甲又は

甲の指定するものに引継がなければならない。
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別記２ 

個人情報取扱特記事項 

 

乙が指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の取扱いにつ

いては、この個人情報取扱特記事項によらなければならない。 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、指定管理業務

の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）その他の個人情報

の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適

正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。当該指定

の期間が満了したとき、又は地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２

第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命ぜられた後においても、同様とする。 

 

 （従事者の監督等） 

第３ 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取

り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。 

２ 乙は、指定管理業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に

対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

３ 乙は、指定管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても指定管理業務に関

して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他

個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。 

 

 （収集の制限） 

第４ 乙は、指定管理業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するため

に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第５ 乙は、甲の指示がある場合を除き、指定管理業務に関して知り得た個人情報を指定管理業務の

目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 

 （適正管理） 

第６ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 特定個人が識別できる防犯カメラ等の設置又は運用の業務について委託等を行う場合は、

文書学事課において作成した「県が設置する防犯カメラ等の運用に関する要領例」（平成19

年３月27日付け文学第835号）に従い、第６を下記のとおりとする。 

（適正管理） 

第６ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個

人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

また、この協定に基づき乙が設置又は運用する防犯カメラ等による個人情報の取扱いにつ

いては、「○○に設置する防犯カメラ等の運用に関する要領」の規定を遵守して個人情報の

適正な取扱いを確保しなければならない。 
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 （作業場所の特定等） 

第７ 乙は、指定管理業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらか

じめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、指定管理業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、

甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 

 （資料等の返還） 

第９ 乙は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第244条の２第11項の規定により指定を取り消さ

れ、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、指定管理業

務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、直ちに甲に返還するも

のとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。 

 

 （資料等の廃棄等） 

第10 乙は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第244条の２第11項の規定により指定を取り消さ

れ、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示に

従い、指定管理業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記

録された資料等を、消去、焼却、シュレッダー等による裁断等当該個人情報が第三者の利用に供さ

れることのない方法により、直ちに消去し、又は廃棄し、若しくは甲又は甲の指示するものに引き

渡すものとする。 

２ 前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期限内に個人情報等を消去若しくは廃棄

せず、又は引き渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情報等を消去若しくは廃棄し、又

は回収することができる。この場合においては、乙は、甲の消去若しくは廃棄又は回収について異

議を申し出ることができず、また、甲の消去若しくは廃棄又は回収に要した費用を負担しなければ

ならない。 

 

 （再委託） 

第11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、指定管理業務に係る個人情報を取り

扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合には、甲が乙に対して求

めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者（以下「再委託先」という。）

に求めるものとする。 

３ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先に指定管理業務に係る一切

の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及

びその結果に責任を負うものとする。 

４ 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情報取扱

特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなけれ

ばならない。 

 

 （苦情処理） 

第12 乙は、指定管理業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ

ばならない。 

２ 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理経過を報告しなければな

らない。 

 

 （事故発生時における報告） 

第13 乙は、指定管理業務に関して、個人情報の漏えい、滅失及び毀損その他の事故が発生し、又は

発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならな
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い。 

 

 （実地調査等） 

第14 甲は、必要があると認めるときは、乙が指定管理業務を処理するために取り扱っている個人

情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。 

 

 （指示） 

第15 甲は、乙が指定管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不

適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 

 

 （損害賠償） 

第16 甲は、乙が特記事項に違反したことにより甲に損害が発生したと認めるときは、損害賠償の請

求をすることができるものとする。 
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別紙１ 

指定管理業務に関する仕様書 

 

※仕様書の具体的な構成、項目及び記載内容は、施設の様態及び事業内容に応じて、所管課で検討 

すること。 

 
本書は、○○センター（以下、「センター」という。）の管理運営業務を指定管理者が行うに当た

り、その業務内容及び基準等を定めるものである。 
 
第１ 管理運営業務の基本方針 

指定管理者がセンターを管理運営するに当たり従うべき基本的項目は、次に掲げるとおりとする。 
⑴ センターは、○○を目的に設置され、○○などの設備を有しているので、その特色を活用し、

○○を目指した管理運営を行うこと。 
⑵ 施設の利用に関し公平性を確保し、特定の利用者に有利又は不利となるような取扱いをしない

こと。 
⑶ 利用者が快適に施設を利用することができるよう適正な管理運営を行うとともに、効果的かつ

効率的な運営を行い、経費の節減に努めること。 
⑷ 利用者サービスの向上を図り、利用者の増加に努めること。 
⑸ 各種トラブル又は苦情に対しては、迅速かつ適切に対応すること。 
⑹ センターを常に清潔に保つこと。 
⑺ 指定管理業務に関連して取得した個人情報を適切に取り扱うこと。 
⑻ 省エネルギーに努めるとともに廃棄物の発生を抑制するなど、環境に配慮した管理を行うこと。 
⑼ 近隣住民や関係機関と良好な関係を維持すること。 
⑽ 障害を理由とした不当な差別的取扱いをしないとともに、合理的配慮の提供を適正に行うこと。 

 
第２ 法令等の遵守 

センターの管理運営業務を行うに当たっては、関係法令を遵守すること。 
なお、特に留意が必要な法令は以下のとおりである。 

※施設ごとに、特に留意が必要な法令を記載 

 
第３ 業務内容 

１ 指定管理者の業務内容 

⑴ センターの施設の維持管理に関する業務 

⑵ 有料施設等の利用の許可に関する業務  

⑶ センターの運営に関する業務  

⑷ 上記に掲げる業務に附帯する業務  

 

２ 指定管理者の行う業務から除く範囲 

センターの施設内において、県が第三者に行政財産の目的外使用許可を与えている事項に関す

る以下の業務については、指定管理者の業務の範囲には含まれないものとする。 

※行政財産の目的外使用許可等により、施設内に第三者が管理する部分がある場合には、当該箇所は

指定管理者の業務の範囲に含まれないことを明記する。 
 

３ 業務の主要な部分 

協定書第22条第１項に規定する業務の主要な部分とは、下記第５の業務のうち○○とし、指定

管理者は、これらを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
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第４ 管理運営体制 

⑴ 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法（昭和22

年法律第49号）を遵守し、適正数の職員を配置すること。 

⑵ センターの管理運営業務を適切に実施するため、業務全体を総合的に把握し、及び調整する総

括責任者を配置し、業務の開始前に県に報告すること。また、総括責任者を変更した場合も同様

とする。 

⑶ 指定管理者は、管理運営業務を実施するために必要な官公署等の免許、許可又は認定等を受け

ていること。また、個々の業務を第三者に再委託する場合には、当該業務について当該再委託先

の事業者がそれぞれ上記の免許、許可又は認定等を受けていること。 

⑷ 管理運営業務の実施に当たり、以下のとおり有資格者を配置すること。 

※有資格者の配置が必要な場合、その内容及び人数を記載 

 

第５ 管理運営業務の基準 

１ センターの施設の維持管理に関する業務 

※施設・設備の管理、保守点検及び修繕、警備、清掃並びに光熱水費の支払いなど、維持管理業務

の具体的な内容（基準、方法、回数等）を項目ごとに記載する。 

 

２ 有料施設等の利用の許可に関する業務 

※受付開始日、受付時間及び利用調整方法など、施設の利用許可に当たっての具体的方法及び留意

事項等を記載する。 

 
３ センターの運営に関する業務 

※開館時間・休館日及び利用料金の設定、利用者へのサービス接遇、利用者意見の把握及びサービ

ス向上、各種企画・展示、広報、自動販売機の設置運営、インボイス制度に係る対応など、セン

ターの運営業務の具体的内容を項目ごとに記載する。 

 

４ その他附帯する業務 

※１～３のほか、附帯業務の具体的内容を記載する。 

 
第６ 管理運営に要する費用 

１ 利用料金の設定 

⑴ センターの利用料金の金額は、設管条例に定める範囲内で、県の承認を受けて設定すること。 
⑵ 設管条例第○条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場

合には、事前に免除の基準を作成し、県の承認を得ること。 
なお、免除に当たって、指定管理者は不当な差別的取扱いをしてはならない。 

⑶ 利用料金を変更する場合、新料金の施行に当たって一定の周知期間を設けるなど、適切な対

応を行うこと。 
 

２ 利用料金の徴収 

⑴ センターの利用料金は、指定管理者の収入とする。 
⑵ 利用料金の納入時期及び納入方法については、指定管理者が定めること。 

 

３ 委託料 

委託料の支払時期及び方法については、県と指定管理者とが協議した上で決定し、協定で定め

る。 
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４ 県が執行する費用 

※県が直接執行する費用がある場合には、その内容を記載する。 

 
第７ 備品の帰属等 

⑴ センターの維持管理に必要と認められる備品は県が購入することとし、当該備品は県に帰属す

るものとする。 
⑵ 指定管理者が営業として集客力向上のために要する備品については、あらかじめ県と協議の上、

委託料で購入することができる。この場合、当該備品は指定管理者に帰属するものとする。 

※指定期間終了時に、指定管理者が購入した備品を県に帰属させる場合には、以下の記載を追加 

ただし、指定期間終了時に残存する備品については、県と協議の上、県に引き渡すことがで

きる。 

 
第８ 留意事項 

※県が実施するイベント等への協力、県との連携、各種規程の作成など、指定管理業務全般を通じ

た留意事項がある場合には、その内容を記載する。 
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別紙２ 

乙が契約を締結すべき保険 

 

 乙は、指定の期間中、次の保険契約を締結するものとする。なお、保険契約については、１年毎に

更新する場合も可能とする。 

 

 

（記載例） 

  ○ 施設賠償責任保険 

    保険契約者－乙 

    被保険者－乙 

    保険の対象－センターの施設内における法律上の賠償責任 

    保険期間－指定管理の期間中更新し続けるものとする 

    補償額－対人：１名あたり○億円以上、１事故あたり○億円以上 

           対物：１事故あたり○億円以上 

    免責金額－なし 

 

※ 県と指定管理者が協議し、各施設の実情に合わせて保険金額及び条件等を設定する。 

※ 指定管理者の行う業務内容及び提案内容によっては、生産物賠償責任保険（ＰＬ保険）、店

舗賠償責任保険等、必要な保険について明記する。 

※ 指定管理者の支払う保険料が著しく高くなる場合、委託料に転嫁される結果となりえるため

十分確認を行う。 

※ 提案する保険の内容の充実度をセールスポイントとする申請者もおり、多様な提案がなされ

ることも想定されることから、募集要項に協定書（案）を添付する場合には、協議により決定

する旨のみ記載するか、または、県が提示する最低の条件であることを明記した上で内容を記

載する。 
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（別添７） 

選定結果等の公表の基準 
 

情報の内容 
公表基準 

公募公告時 受付開始時 受付締切時 選定後 

委託料上限額 ◎ ◎ ◎ ◎ 

選考委員会の委員数と専門分野 ◎ ◎ ◎ ◎ 

選考委員会の委員の氏名 × × × ◎ 

選考基準及び配点 ◎ ◎ ◎ ◎ 

現地説明会の参加者数  ○ ○ ○ 

現地説明会の参加者名  × × × 

応募者数   ◎ ◎ 

応募者名   × ◎ 

応募者の事業計画書等の内容   × ○⑴ 

指定管理者候補者の名称    ◎ 

応募者の評価体系ごとの得点    ◎⑵ 

指定管理者候補者の選定理由    ◎ 

 
◎：ホームページに掲載するなど積極的に公表する情報 

○：ホームページには掲載しないが、公文書開示請求に対して公開する情報 

×：基本的に公表しない情報 

  ⑴：企業情報に当たる部分は栃木県情報公開条例に基づき開示・非開示を判断 

  ⑵：候補者以外の得点は応募者名と関連づけないよう、名前を伏せて公表 



（別添８）

※１次審査は必要に応じて実施

申請書類の提出

提出書類の確認
提出書類の不備

資格条件の確認
資格条件の欠落

提案価格の確認
上限価格の超過

提案内容（要求水準）の確認
要求水準の未達成

評点審査

申請者の順位の決定

下位の申請者

事務局

上位の申請者

プレゼンテーション実施

評点審査

最低基準の確認

申請者の順位の決定

指定管理者候補者の選定

結果公表

指定議案の提出

事
務
局

二
次
審
査

（
選
考
委
員
会
）

審査結果の通知
選定漏れの理由の提示

 
 
 
 
申
 
請
 
者

指定管理者候補者選定フロー

審査結果の通知
選定漏れの理由の提示

審査結果の通知

審査結果の通知
プレゼンテーション実施の通知

基準以下

選定漏れ

選定

失
格

形
式
的
審
査

（
事
務
局
）

一
次
審
査

（
選
考
委
員
会
）

審査結果の通知
選定漏れの理由の提示

54
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（別添９） 

事業の継続が困難となった場合の対応フロー 
 
 

 
 

 

事態の発生又は発生のおそれ 

 

 
   

 

 
 
 

 
 

 

県への報告 

 

 
 
 

 
 

  
 

必要な実地調査 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

改善勧告 

 

 
   

  
 

 
 

 

改善策の提出及び実施 

 

 
   

  

             改善策の実施状況が不十分な場合 
 
 

 
 

 

 
 

 

弁明の機会の付与（緊急性がある場合を除く。） 

 

 
   

  
 

 
 

 

指       示 

 

 
   

 
 

 

 
 

 

              指示に従わない場合 
  

 
 
 

   再度、指示に従わない場合 
  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

聴  聞 
 

（緊急性がある場合を除く） 

 

 
 

 
 

 

弁明の機会の付与 
 

 （緊急性がある場合を除く） 

 

 
 

 
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 指定の取消 
 

 

 
 

 

 

 期間を定めた業務の全部 
 

 又は一部の停止命令 

 

 
 

 
 

 
              
 

 
 

 
 

 

 

は、栃木県行政手続条例に基づく手続 
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（別添 10） 

指定管理者による公の施設の管理運営状況 

年度 

施設名  

施設所管課  

指定管理者 （法人番号             ） 

指定期間  

 

１ 施設の概要 

施設所在地  

施設の概要 

 

 

 

 

 

業務内容 

 

 

 

 

 

２ 収支の状況 

       年度                                                            （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料   

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費  

 利用料金収入   管理運営費  

 その他収入※１   人件費  

   その他支出※１  

 合計   合計  

指定管理業務収支差額①    

自主事業   自主事業  

自主事業収支差額②    

収支差額（①＋②）    

備考（※１ その他収入の主なものを記載）  

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 

 

      年度（前年度）                                                   （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料   

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費  

 利用料金収入   管理運営費  

 その他収入※１   人件費  

   その他支出※１  

 合計   合計  

指定管理業務収支差額①    

自主事業   自主事業  

自主事業収支差額②    

収支差額（①＋②）    

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 

 

 

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 
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３ 利用状況 

施設名 項目       年度 

(前年度) 

     年度 

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

 

４ サービス向上に向けた取組 

 

 

５ 利用者意見への対応 

 利用者意見の把握方法 

 

 主な利用者意見（苦情・要望）  対 応 

  

 主な利用者意見（積極的評価） 
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６ 指定管理者による自己評価 

 成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組 

 

※指定管理者が独自に設定  

 

  今後改善・工夫したい事項 

 

 

７ 所管課室による評価 

項目 評価の内容 確認内容・所見等 評価 

１．住民の

平等利用の

確保 

① 住民の平等利用が確保されたか。   

② 使用許可に関する権限が適正に行使

されたか。 

 
 

③ 高齢者、障害者等に対する配慮はな

されたか。また、平等利用が確保で

きない場合の対応は適切か。 

 

 

２．施設の

効用の最大

限発揮 

① 施設の設置目的に沿った業務実施が

なされたか。 

 
 

② 施設の利用促進、県民サービスの向

上が図られたか。 

 
 

③ 利用者満足度を把握し、満足度の向

上が図られたか。 

 
 

④ 利用者からの意見、苦情に対して適

切な対応がなされたか。 

 
 

⑤ 施設、設備、備品の維持管理や安全

管理は適切になされたか。 

 
 

⑥ 指定管理者の創意工夫により業務改

善等がなされたか。 
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３．管理を

安定的に行

う物的人的

基礎 

① 組織体制は適正か。   

② 収支は適正でバランスがとれたもの

か。 

 
 

③ 経費の縮減に取り組まれてきたか。   

④ 人材育成は適切に実施されている 

か。 

 
 

⑤ 危機管理体制（事故、緊急時の対応

）は確保されているか。 

 
 

⑥ 県や関係機関との連携体制は確保さ

れているか。 

 
 

４．個人情

報保護 

① 個人情報の保護についての措置が計

画どおり実施されているか。 

 
 

② 情報公開は適切になされているか。   

５．その他 

 

① 施設の特性にふさわしい自己評価が

なされているか。 

 
 

② 自主事業が計画どおりに実施されて

いるか。 

 
 

③ イベント等を実施している場合は、地

域との連携が図られているか。 

 
 

④ 環境への配慮（騒音・光害対策、ご

み削減等）がなされているか。 

 
 

⑤ その他管理運営上の特記事項   

総合的な評価 

 

  ※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。 

     Ａ：事業計画に対して優れた取組となっている。 

     Ｂ：事業計画どおりの取組となっている。 

     Ｃ：事業計画に対して劣る取組となっている。 

     Ｄ：事業計画に対して著しく劣る取組となっている。 
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記入例 

指定管理者による公の施設の管理運営状況 

令和〇（西暦）年度 

施設名 ○○センター 

施設所管課 ○○部○○課 

指定管理者 株式会社○○○○（法人番号○○○○○○○○○○○○○） 

指定期間 令和〇（西暦）年４月１日～令和〇（西暦）年３月31日 

 

１ 施設の概要 

施設所在地 宇都宮市○○○ 

施設の概要 

 

 

 

 

①敷地面積：○○㎡ 建物面積：○○㎡ 

②宿泊室：洋室○部屋、和室○部屋 

③研修室：大ホール、研修室４室、調理室 

④その他：特別会議室、展示室 

⑤駐車場：収容台数○台 

業務内容 

 

 

 

①○○センターの施設の維持管理に関する業務 

②○○センターの利用に係る事務（有料施設等の利用の許可に関するものを含む。）に

関する業務 

③○○センターの運営に関する業務 

 

２ 収支の状況 

 令和〇（西暦）年度                                                         （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料 ○，○○○，○○○  

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費 ○，○○○，○○○ 

 利用料金収入 ○，○○○，○○○  管理運営費 ○，○○○，○○○ 

 その他収入※１ ○，○○○，○○○  人件費 ○，○○○，○○○ 

   その他支出※１ ○，○○○，○○○ 

 合計 ○，○○○，○○○  合計 ○，○○○，○○○ 

指定管理業務収支差額① ○，○○○   

自主事業 ○，○○○  自主事業 ○，○○○ 

自主事業収支差額② ○，○○○   

収支差額（①＋②） ○，○○○   

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 

・受取利息○，○○○千円 

 

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

・県への納付金○，○○○千円 

・租税公課費○，○○○千円 

・退職給与引当金繰入額○，○○○千円 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 

 

 令和〇（西暦）年度（前年度）                                                  （千円） 

収入  支出 

指

定

管

理
※２ 

 指定管理料 ○，○○○，○○○  

 

 

 

 

指

定

管

理
※２ 

 事業費 ○，○○○，○○○ 

 利用料金収入 ○，○○○，○○○  管理運営費 ○，○○○，○○○ 

 その他収入※１ ○，○○○，○○○  人件費 ○，○○○，○○○ 

   その他支出※１ ○，○○○，○○○ 

 合計 ○，○○○，○○○  合計 ○，○○○，○○○ 

指定管理業務収支差額① ○，○○○   

自主事業 ○，○○○  自主事業 ○，○○○ 

自主事業収支差額② ○，○○○   

収支差額（①＋②） ○，○○○   

備考（※１ その他収入の主なものを記載） 

・受取利息○，○○○千円 

 

 

備考（※１ その他支出の主なものを記載） 

・県への納付金○，○○○千円 

・租税公課費○，○○○千円 

・退職給与引当金繰入額○，○○○千円 

※２ 指定管理業務に係わるもののみ計上する。 
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３ 利用状況 

施設名 項目 令和○（西暦）年度 

(前年度) 

令和○（西暦）年度 

宿泊室 利用可能日数 ○○○日 ○○○日 

利用日数 ○○○日 ○○○日 

利用率 ○○％ ○○％ 

利用者数 ○，○○○人 ○，○○○人 

大ホール 利用可能日数 ○○○日 ○○○日 

利用日数 ○○○日 ○○○日 

利用率 ○○％ ○○％ 

利用者数 ○，○○○人 ○，○○○人 

 

４ サービス向上に向けた取組 

・施設の年中無休化と開館時間の延長（～18時→～20時） 

・送迎バスサービス 

・ホームページ開設（予約確認、仮予約） 

 

５ 利用者意見への対応 

 利用者意見の把握方法 

・利用者意見箱の設置 

・（その他、施設独自の方法で実施している場合には、内容を記載） 

・利用者アンケートの結果 

回答者数○○名 

主なアンケート項目 満足 やや満足 やや不満 不満 

①施設の安全管理・清掃 

②スタッフの応対 

③サービスの内容 

④利用料金 

⑤（その他、施設の特性に応じ

て項目を追加） 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

○○％ 

 

 主な利用者意見（苦情・要望）  対 応 

・冷房が良く効かない・機器のチェック 

・駐車場へのスロープが90度曲がるため危険 

・機器のチェック 

・早急に検討し、角度を緩和 

 主な利用者意見（積極的評価） 

・清潔、静か 

・職員の対応が丁寧 
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６ 指定管理者による自己評価 

 成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項・利用者満足度向上への取組 

 

※指定管理者が独自に設定  

※各指定管理者が重点的に評価すべき内容（自己評価手法を前提とした評価内容）を独自に設定。 

 ・指定管理者が申請時にポイントとして挙げた点 

 ・指定管理者が具体的に重点を置いている点  など 

  今後改善・工夫したい事項 

 

 

７ 所管課室による評価 

項目 評価の内容 確認内容・所見等 評価 

１．住民の

平等利用の

確保 

① 住民の平等利用が確保されたか。 ※確認方法、具体的な実施内容、確認結

果等を記載。 
Ｂ 

② 使用許可に関する権限が適正に行使

されたか。 

 
Ｂ 

③ 高齢者、障害者等に対する配慮はな

されたか。また、平等利用が確保で

きない場合の対応は適切か。 

 

Ｂ 

２．施設の

効用の最大

限発揮 

① 施設の設置目的に沿った業務実施が

なされたか。 

 
Ｂ 

② 施設の利用促進、県民サービスの向

上が図られたか。 

 
Ａ 

③ 利用者満足度を把握し、満足度の向

上が図られたか。 

 
Ａ 

④ 利用者からの意見、苦情に対して適

切な対応がなされたか。 

 
Ｂ 

⑤ 施設、設備、備品の維持管理や安全

管理は適切になされたか。 

 
Ｂ 

⑥ 指定管理者の創意工夫により業務改

善等がなされたか。 

 
Ａ 
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３．管理を

安定的に行

う物的人的

基礎 

① 組織体制は適正か。  Ｂ 

② 収支は適正でバランスがとれたもの

か。 

 
Ｂ 

③ 経費の縮減に取り組まれてきたか。  Ｂ 

④ 人材育成は適切に実施されている 

か。 

 
Ｂ 

⑤ 危機管理体制（事故、緊急時の対応

）は確保されているか。 

 
Ｂ 

⑥ 県や関係機関との連携体制は確保さ

れているか。 

 
Ａ 

４．個人情

報保護 

① 個人情報の保護についての措置が計

画どおり実施されているか。 

 
Ｂ 

② 情報公開は適切になされているか。  Ｂ 

５．その他 

 

① 施設の特性にふさわしい自己評価が

なされているか。 

 
Ｂ 

② 自主事業が計画どおりに実施されて

いるか。 

 
Ｂ 

③ イベント等を実施している場合は、地

域との連携が図られているか。 

 
Ａ 

④ 環境への配慮（騒音・光害対策、ご

み削減等）がなされているか。 

 
Ｂ 

⑤ その他管理運営上の特記事項  Ｂ 

総合的な評価 

※管理運営に対する指摘事項や今後の管理運営に向けての意見等を記入。 

  ※「評価」欄には、以下の指標により判定した結果を記載すること。 

     Ａ：事業計画に対して優れた取組となっている。 

     Ｂ：事業計画どおりの取組となっている。 

     Ｃ：事業計画に対して劣る取組となっている。 

     Ｄ：事業計画に対して著しく劣る取組となっている。 
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（別添11） 

 

賃金スライド制度の運用について 

 

第１ 目的・趣旨 

本県の指定管理者制度の運用では、物価変動といった指定期間中に想定されるリスクについて

は、リスクを最もよく管理することができる者、本来そのリスクを負担すべき者が当該リスクを分

担することを基本とし、施設で働く従業員の賃金や業務内容といった労働条件は、指定管理者の責

任と裁量の範囲としている。 
しかしながら、急激な人件費の高騰は指定管理者の経営リスクにつながり、ひいては業務履行の

質の低下を招く恐れもあると考えられる。 
このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行

の確保を目的として、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた

場合に、委託料の見直しを行う仕組み（以下「賃金スライド制度」という。）を導入する。 
なお、リスク分担表（別添５）の№１「物価変動」中「施設の管理運営に著しい影響を及ぼすも

の」における「著しい影響」とは、上記「一定以上の変動が見られた場合」等をいう。 
 
第２ 賃金スライド制度の概要 

１ 制度の概要 

指定管理料上限額算定時における職員数に県の人件費単価を乗じた人件費相当額（以下、「対象人

件費」という。）を算出の基礎とし、最新の人件費単価で算出した２年目以降の対象人件費につい

て、前年度の対象人件費との差額が一定以上となった場合はその増減分を翌年度の指定管理料に反

映する。 
※社会情勢の変動に応じて行うものであり、賃金水準が下がった場合には委託料を減額する。 

 
２ 対象施設 

原則、指定管理者制度を導入している全施設に導入する。 
※PFI 法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）に基づく指定管理者

制度導入施設には導入しない。 
＜現に指定期間中の施設の経過措置＞ 

  令和８年度においてすでに指定期間中の施設については、指定管理者が希望する場合に令和９年

度から導入する。なお、導入を希望しない施設においても、次回の選定替えの際には賃金スライド

制度を導入する。 
 
３ 導入時期 

令和８（2026）年度から。 
※指定期間の開始が４月１日ではない施設については、見直し計算を行うまでに指定期間が開始

している場合は制度導入の対象とする。 
 
４ 対象経費 

県が施設ごとに算定した委託料上限額のうち、賃金水準の変動による影響を受ける経費（給与・

賃金、賞与、社会保険料 等） 
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５ 賃金スライド額の算出方法 

・委託料上限額算定における職位区分ごとに必要な職員数に、毎年度栃木県人事委員会が公表する

「職員の給与等に関する報告及び勧告」（以下「県人事委員会勧告」という。）に基づき見直しを

行った人件費単価を乗じることにより、翌年度の対象人件費を再算定する。 
・翌年度の対象人件費から今年度の対象人件費を除いたものを変動額とし、変動額から指定管理者

の自己負担分（今年度の対象人件費の±１．０％まで）を除いた額を賃金スライド額とする。 
 ※変動額がマイナスの場合は減額分から自己負担分を除いた額を賃金スライド額とする。 

 

 
 
 

 
 

   
 

 

 

「変動額－指定管理者負担＞０」 の場合：賃金スライド額を翌年度委託料に加算 
「変動額－指定管理者負担≦０」 の場合：賃金スライドなし 

※変動額がプラスになる場合 

※変動額がマイナスになる場合 

「変動額＋指定管理者負担＜０」 の場合：賃金スライド額を翌年度委託料から減額 
「変動額＋指定管理者負担≧０」 の場合：賃金スライドなし 
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６ 主な手続 

 
（１）施設所管課室は、指定管理者の公募に当たり、募集要項に賃金スライド制度の適用について明

記する。 
（２）施設所管課室は、指定管理者の決定後、債務負担行為の設定に当たり、指定管理期間中の賃金

スライド額を見込んだ内容※１とする。また、基本協定の締結においても賃金スライド制度の適用

について定めた内容とする。 
（３）指定管理開始後、施設所管課室は、各年度の県人事委員会勧告に基づく人件費単価の見直しを

受け、翌年度の対象人件費額を算出する。 
（４）施設所管課室は、翌年度の対象人件費と今年度の対象人件費の差額を算出し、年度間の差額が

一定額以上となる場合は、賃金スライド額を翌年度の予算要求に反映する。 
（５）施設所管課室は、指定管理者に対して翌年度の委託料の変更について通知するとともに、委託

料の変更に伴う変更協定※2を締結する。 
（６）委託料を増額した場合、施設所管課室は、指定管理者の賃上げ実施の状況を把握するため、委

託料の支払い後に賃上げ状況のフォローアップ調査を実施する。 
 ※1 賃金スライド制度による委託料見直しに対応するため、債務負担行為の設定に当たっては、賃金水準

に一定以上の変動があった場合に算出する賃金スライド額の合計額を含む旨追記することとします。 
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 ※2 指定管理者との間で委託料の見直しに伴う変更協定を締結する場合は、当該年度の当初予算成立

後、原則、翌年度の指定管理期間開始前までに行うこととします。 
第３ 賃金スライド制度の運用 

１ 運用スケジュール 

段階 時期 施設所管部局 指定管理者 

選定年度 

７月 
・募集要項（申請要項）に 

 賃金スライド制度の適用を記載 
 

９月～12月 

・１年目委託料予算要求 

・指定管理者の指定 

・債務負担行為の設定（賃金スライド額

についての記載を加える） 

 

１月～３月 
・基本協定書に賃金スライド制度に 

 関する事項を記載 

・１年目委託料の確定 

・４月から１年目指定管理開始 

見直し 

計算年度 

10 月～12月 

（県人事委員会勧告の公表） 

（人件費単価の見直し） 

・見直し後の人件費単価に基づき人件費 

 相当額を算出の上、賃金スライド額の 

 積算を実施 

・翌年度委託料予算要求 

 （賃金スライド額を反映） 

  

２月議会 

翌年度委託料の内示（様式１） 
必要に応じて翌年度事業計画の

見直し等を行う 

・翌年度委託料議案提出 

（賃金スライド額反映版） 
 

３月 

・翌年度委託料の決定通知（様式２） 

・変更協定書の締結（参考様式） 

（賃金スライド額を反映） 

・翌年度委託料の確定 

見直し 

反映年度 

４月以降 

・委託料の支払い 

・(増額の場合)賃上げ状況フォローアッ

プ調査(様式３)の実施 

・賃上げ実施状況の報告 

（１年目と同じ流れ） 

 
２ その他 

賃金スライド額の取扱いについて 
賃金スライド額については、賃金スライド制度の主旨を踏まえ原則として人件費に充てること

とするが、指定管理者制度においては組織運営を含む管理運営について指定管理者の創意工夫を

生かし、効率的かつ効果的に実施されることが求められているため、職員への支払時期や方法

等、実務上の取扱いについては指定管理者の裁量によるものとする。 
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様式１ 

 

○第○号  

○○年○月○日  

（指定管理者） 

        様 

 

栃木県知事 ○○ ○○  

（ 担当：○○課） 

 

賃金スライド制度による令和○（西暦）年度における委託料の変更（内示）について（通知） 

平素より、本県行政の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、本県において導入している賃金スライド制度に基づき、最新の賃金水準を踏まえた人件費の

見直しを行った結果、一定以上の変動が見られることから、令和○（西暦）年度の委託料について下

記のとおり変更を予定していますのでお知らせします。 

なお、変更後の委託料については令和○（西暦）年度当初予算の成立をもって確定するものである

ことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 対象施設  ○○センター 

 

２ 変更内容（予定） 

 令和○年度指定管理料 

 （変更前） ○○○,○○○,○○○ 円 

 （変更後） ○○○,○○○,○○○ 円 

 （増減額） ○○○,○○○,○○○ 円 

 

３ その他 

指定管理に係る委託料の運用については原則指定管理者の裁量にゆだねられるところですが、賃金

スライド制度導入の趣旨を踏まえ、年間事業計画書等の作成にあたり、適切に反映していただきます

ようお願いいたします。 
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様式２ 

 

○第○号  

○○年○月○日  

（指定管理者） 

        様 

 

栃木県知事 ○○ ○○  

（ 担当：○○課） 

 

 

賃金スライド制度による令和○（西暦）年度における委託料の変更について（通知） 

平素より、本県行政の推進にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、本県において導入している賃金スライド制度に基づき、最新の賃金水準を踏まえた人件費の

見直しを行った結果、一定以上の変動が見られることから、令和○（西暦）年度の委託料について下

記のとおり変更することとしましたので通知します。 

 

記 

 

１ 対象施設  ○○センター 

 

２ 変更内容 

 令和○年度指定管理料 

 （変更前） ○○○,○○○,○○○ 円 

 （変更後） ○○○,○○○,○○○ 円 

 （増減額） ○○○,○○○,○○○ 円 

 

３ その他 

・本変更に伴い、別途、指定管理に係る協定の一部変更について協議の上、変更協定を締結しま

す。 

・指定管理に係る委託料の運用については原則指定管理者の裁量にゆだねられるところですが、賃

金スライド制度導入の趣旨を踏まえ、年間事業計画書等の作成にあたり、適切に反映していただ

きますようお願いいたします。 
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様式３ 

     賃金スライド制度を踏まえた人件費の反映状況に関するフォローアップ調査 

 

回答日：○○年○月○日  

 

 下記設問についてお答えください。設問中□がある場合は、該当するものを選択してください 

 

１ 基本情報 

  指定管理施設名：                   

  指定管理者名：                   

  記 入 者 名 ：                   

 

２ 賃金スライド額の反映状況 

 ① 賃金スライド制度による増額分を人件費に活用（反映）しましたか 

   ☐活用（反映）した → ②へ 

   ☐活用（反映）していない → ③へ 

 

 ② 賃金スライド制度による増額分を人件費に活用（反映）した場合、どのように実施しましたか 

   ☐賃金スライド額を原資として、月例給、時給のベースアップを実施した 

   ☐賃金スライド額を原資として、一時金（特別賞与等）支給を実施した 

   ☐その他（下記に内容を記入してください） 

 

 

 ③ 賃金スライド制度による増額分を人件費に活用（反映）しなかった場合、その理由はなんですか 

 

 

                                          以 上 
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（参考） 

○○センターの管理に関する協定の一部を変更する協定書（標準例） 
 

 

令和○年○月○日付けで栃木県（以下「甲」という。）と□□□（以下「乙」という。）との間に締

結した○○センターの管理に関する協定の一部を変更する協定を、次のとおり締結する。 

 

１ 原協定第○条第▲項中 

 

「 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

○○○，○○○，○○○円（うち消費税額及び地方消費税の額○，○○○，○○○円） 」 

 

  を 

 

「  

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

□□□，□□□，□□□円（うち消費税額及び地方消費税の額□，□□□，□□□円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

□□□，□□□，□□□円（うち消費税額及び地方消費税の額□，□□□，□□□円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

□□□，□□□，□□□円（うち消費税額及び地方消費税の額□，□□□，□□□円） 

令和○（西暦）年度（令和○（西暦）年４月１日～令和○（西暦）年３月 31 日） 

□□□，□□□，□□□円（うち消費税額及び地方消費税の額□，□□□，□□□円） 

  」 

 

  に改める。 
 

本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれその１通を所持す

る。 

 

  

 令和〇（西暦）年 月 日 

甲 

 

                      乙 

※賃金スライドの
結果翌年度の委
託料を変更する
場合は、翌年度
以降の委託料に
ついても併せて
増額(減額)する 



参考１ 指定管理者選定作業スケジュール

議会
財産活用課

（以下「財活課」）作業
財政課作業 選考委員会

前年度 10月 導入方針照会

１月 内容確認

２月 協議・調整

３月 導入方針決定

○○年 ４月
公募予定施設一覧公表

（HP掲載）
設管条例改正議

案提出
公募要領

財活課協議
委員人選

５月 上限額照会
上限額算定
財政課協議

６月

議決

選考委員会
（現地視察、選
考基準及び選定
方法の決定）

７月 上限額決定

公募開始公表
（HPリンク）

質問回答

８月

９月 公募終了（HPリンク）

10月 選定結果報告

選定結果公表
（HPリンク）

11月

12月
議決

○○年 １月

２月

３月

４月

選考委員会（プ
レゼン・審査）

 (公募開始から1ヶ月以上確保)

 (受付開始から1ヶ月以上確保)

公募開始（公告、HP掲載、要領配
布は全て同日付け）

質問受付

現地説明会

利用料金・減免基準の承認

申請受付開始

申請受付締切

協定の締結
※写しを財政課・財活課へ提出

協議・調整

公募要領検討

協議・調整

公募要領決定
※財政課・財活課へ提出

形式審査
※「応募資格に係る確認書」の

写しを財活課へ提出

利用料金の公告

使用料徴収事務委託の告示

回答内容の調整

所管部局作業

指定管理者候補者の選定

指定管理者候補者の公表
選定結果の通知

議案提出
（指定管理者の指定）
※財政課、財活課合議

指定の告示

導入方針検討・回答

協議に当たっては、
参考３の様式を使
用

72



参考１ 指定管理者選定作業スケジュール（非公募）

議会
財産活用課

（以下「財活課」）作業
財政課作業

前年度 10月 導入方針照会

１月 内容確認

２月 協議・調整

３月 導入方針決定

○○年 ４月
指定管理者候補者の公表

（HP掲載）

５月

６月 議決

７月
仕様書等作成
財活課協議

８月 委託料照会
委託料算定
財政課協議

９月

委託料決定

10月

11月

12月 議決

○○年 １月

２月

３月

４月

導入方針検討・回答

利用料金・減免基準の承認

協定の締結
※写しを財政課・財活課へ提出

協議・調整

仕様書等決定
※財政課・財活課へ提出

※必要がある場合

設管条例改正議案提出

利用料金の公告

使用料徴収事務委託の告示

所管部局作業

　　　　事業計画書審査
※原則、地方公共団体が指定管理
者候補者である場合を除き、「応
募資格に係る確認書」の写しを財
活課へ提出

指定管理者候補者の選定
選定結果の通知

議案提出
（指定管理者の指定）
※財政課、財活課合議

指定の告示

仕様書等検討

協議・調整

協議に当たっては、
参考３の様式を使
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（参考２）指定管理関係決裁区分一覧

項目 決裁・合議の時期 合議先 備考

設管条例の改正
６月議会議案提出時
（通常）４月下旬

財政課
財産活用課
文書学事課

・利用料金基準額に係る内容を含む場合、財政課と事前に協議

指定管理者の募集
公募開始前
（通常）７月上旬

※合議不要（注１）
・公募要領の内容について、財産活用課と事前に協議
・委託料上限額について、財政課と事前に協議

公募の告示
公募開始前（公告の２週間前まで）
（通常）７月上旬

※合議不要 ・文書等取扱規程の改正に伴い、Ｈ30から文書学事課長への合議不要

指定管理候補者の選定等
指定管理候補者選定時
（通常）10月下旬

※合議不要

指定管理者の指定に係る
議案提出

12月議会議案提出時
（通常）10月下旬

財政課
財産活用課

指定管理者の指定・告示
指定議決日以降
（通常）12月議会議決日以降

※合議不要 ・文書等取扱規程の改正に伴い、Ｈ30から文書学事課長への合議不要

協定の締結
指定告示後
（通常）２～３月頃

※合議不要（注２） ・財務規則の改正に伴い、Ｈ30から財政課長・会計管理課長への合議不要

利用料金の承認 利用料金の設定、変更時 ※合議不要 ・Ｈ30から財政課長・会計管理課長への合議不要

利用料金の免除等の承認
利用料金の全部又は一部の免除、又は
還付のための基準の設定、変更時

※合議不要 ・Ｈ30から財政課長・会計管理課長への合議不要

利用料金の告示 協定締結、利用料金設定後 ※合議不要 ・文書等取扱規程の改正に伴い、Ｈ30から文書学事課長への合議不要

使用料徴収事務委託の告
示

協定締結後 ※合議不要 ・文書等取扱規程の改正に伴い、Ｈ30から文書学事課長への合議不要

変更の告示 随時（公告の２週間前まで） ※合議不要 ・文書等取扱規程の改正に伴い、Ｈ30から文書学事課長への合議不要

（注１）公募要領、仕様書及び協定案等を財政課及び財産活用課宛て提出すること

（注２）協定の写しを財政課及び財産活用課宛て提出すること

・事務手続の簡素化の観点から、指定管理者候補者に対する選定結果の通知時期に
支障がある場合を除き、原則として両者をまとめて起案
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参考３

施設名称

所管課

○公募要領については、ガイドラインで示す標準例を参考に作成の上、以下のチェックリストによる確認を行ってください。

○確認後、本協議様式とともに、財産活用課宛て提出してください。

１　記載を要する事項の確認

No. 記載を要する事項 チェックポイント
確認
結果

1
当該公の施設の設置の目
的、規模その他概要に関
する事項

・施設の設置目的、名称、所在地、規模及
び内容等について、具体的に記載している
か。

・設管条例及び設管条例施行規則に定める
休館日及び開館時間を記載しているか。
・知事の承認を得た上で指定管理者が開館
時間及び休館日を変更できることとする場
合には、その旨を明記しているか。

・公の施設の管理運営に当たって、住民の
公平な利用を確保することを明記している
か。
・「障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律」及び「栃木県障害者差別解消
推進条例」により、障害を理由とした不当
な差別的取扱いが禁止されていること及び
障害者への合理的配慮の提供義務があるこ
とを明記しているか。

・個人情報保護に当たっての留意事項を記
載しているか。（具体的な留意事項は、ガ
イドライン８－(2)のとおり。）
・指定管理者及び委託先の事業者等は、個
人情報保護法第66条第２項第２号及び第５
号の規定により、保有個人情報の漏えい、
滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報
の安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じる必要があることを明記しているか。

・利用料金制度の導入の有無及び料金の決
定方法について記載しているか。
・利用料金を変更する場合には、新たな利
用料金の適用期日より前に事前予約等をし
ている利用者に対して不利益にならないよ
う対応する必要があることを明記している
か。
・「障害者の利用に係る公の施設の使用料
等の免除に関する条例」、「栃木県県民の
日に関する条例」、「とちぎの子ども・子
育て支援条例」等による利用料金の減免を
行う場合には、その旨を記載しているか。

・消費税の適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）への対応が必要な施設について
は、指定管理者が行う対応を記載している
か。
※対応例は以下のとおり。
➢現行の区分記載請求書の記載事項に加え
て、登録番号、適用税率、税率ごとに区分
した消費税額等を記載した適格請求書（イ
ンボイス）を買手である事業者に交付する
こと。
➢交付したインボイスの写しを約７年間保
存すること。
➢県に代わって指定管理者が施設の利用料
等を徴収する場合（使用料制の場合）、指
定管理者が交付したインボイスの写しを県
に送付すること。

　　　　　　　　　　　　　　公募要領に係る協議様式

協議事項等

2
指定管理者が行う管理の
基準及び業務の範囲
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No. 記載を要する事項 チェックポイント
確認
結果

協議事項等

・施設環境の保持、利用者サービス向上の
ための取組、環境への配慮、危機管理及び
関係法令の遵守など、施設の管理運営に当
たって必要な事項について記載している
か。

・設管条例等の規定に基づき、指定管理者
が行うこととなる業務の範囲及び内容を記
載し、業務内容の詳細については別に仕様
書に定めているか。
・指定管理業務の全部又は主要な部分を第
三者に対して委託することはできないこと
を明記しているか。

・指定管理者による自主事業の実施に関す
る基本的な考え方及び留意事項を記載して
いるか。
・指定管理者が行おうとする自主事業の内
容が施設の設置目的の範囲外である場合に
は、地方自治法第2 3 8条の４第７項の規
定による行政財産の目的外使用許可が必要
となる旨を明記しているか。

3
指定管理者の指定の申請
をする法人等に必要な資
格（応募資格）

・申請者の応募資格について記載している
か。（具体的な応募資格は、ガイドライン
別添２のとおり。）
・各施設の目的及び業務内容等に応じて個
別に応募資格を設定する場合には、応募資
格を有する者が特定の事業者に限定され、
競争性を阻害することとならないよう、留
意しているか。

4
指定管理者として指定す
る期間

・指定管理者の指定期間を記載するほか、
当該期間は議会の議決によって確定するこ
とを明記しているか。

・審査方法として、以下の内容を明記して
いるか。
➢申請書類について形式的審査を行うこ
と。
➢形式的審査において、申請者が応募資格
を満たしているかを確認するために、申請
書類の情報に基づき、関係機関に対して照
会すること。
➢形式的審査において、申請者が応募資格
を満たしているかについて、「応募資格に
係る確認書」（参考５）により、申請者に
対面又はオンラインで確認を行うこと。
➢プレゼンテーションを受けた上、選考委
員会において審査を行い、申請者の順位を
決定して候補者を選定すること。（選考委
員会で決定した選定方法も記載する。）
➢申請者多数の場合は、プレゼンテーショ
ンの前に１次審査を実施することがあるこ
と。
・選考委員会の委員の選任分野を記載する
とともに、率直な意見交換が損なわれるお
それがあること及び法人その他の団体の信
用情報に関する内容等が取り上げられる可
能性があることから、選考委員会は非公開
とする旨を明記しているか。

・審査項目及び配点を記載しているか。
（選考基準の標準例は、ガイドライン別添
３のとおり。）
・選考基準及び選定方法については、公募
要領の作成に当たり、あらかじめ選考委員
が協議し、意思の統一を図った上で決定し
ているか。
・各施設の目的及び業務内容等に応じて選
考基準を変更する場合には、特定の事業者
に有利となることがないよう留意している
か。

・選考委員会の審査を踏まえ、指定管理者
候補者の選定を行った上、その結果につい
て、申請者宛て通知するとともにホーム
ページで公表する旨を明記しているか。
・選定結果の公表に当たっては、申請者名
及び審査結果の概要等を原則公表すること
を明記しているか。

5 指定管理者候補者の選定
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No. 記載を要する事項 チェックポイント
確認
結果

協議事項等

6
県が支払う委託料の上限
額

・委託料の上限額を年度ごとに記載すると
ともに、委託料については災害等の特別な
場合を除き原則として増額しない旨を明記
しているか。（指定期間が10年の施設につ
いては、５年ごとに委託料の額を見直す旨
を記載しているか。）
・指定管理者による施設及び設備の修繕を
計画的に行うため、委託料のうち修繕費の
額を明示するとともに、指定期間を通じて
修繕費に剰余金が生じたときは、当該余剰
金の返還を求める旨を記載しているか。
・委託料上限額は、消費税及び地方消費税
込みの金額とし、消費税及び地方消費税の
額（千円未満切り捨て）は内数として記載
しているか。
・賃金スライド制度について記載している
か。

・提出書類の内容を記載しているか。（具
体的な提出書類は、ガイドライン別添４の
とおり。）
・提出方法は、原則として電子メールとし
ているか。

・公募要領の配布期間、配布時間及び配布
場所（公募要領をダウンロードできるホー
ムページのアドレスを含む。）を記載して
いるか。
・配布場所は、当該公の施設の所管課と
し、郵便番号、住所、電話番号、メールア
ドレス及び担当者名を明記しているか。

・現地説明会の開催日時、開催場所、説明
内容及び申込方法等を記載しているか。
・申込先は、当該公の施設の所管課とし、
郵便番号、住所、電話番号、メールアドレ
ス及び担当者名を明記しているか。
・現地説明会への出席を応募資格とする場
合は、その旨を明記しているか。

・公募に関する質問の受付期間、受付時
間、受付方法及び回答方法を記載している
か。
・受付場所は、当該公の施設の所管課と
し、郵便番号、住所、電話番号、メールア
ドレス及び担当者名を明記しているか。

・申請の受付期間、受付時間、受付場所及
び受付方法を記載しているか。
・受付場所は、当該公の施設の所管課と
し、郵便番号、住所、電話番号、メールア
ドレス及び担当者名を明記しているか。

・その他留意事項として、著作権の帰属、
申請に要する費用負担及び提出書類の取扱
い等について、その内容を記載している
か。

8
県と指定管理者の責任分
担（リスク分担）

・指定管理者による管理開始後にリスクが
顕在化した場合に備え、県と指定管理者の
リスク分担についてあらかじめ明示してい
るか。（リスク分担の詳細は、ガイドライ
ン別添５のとおり。）

9 モニタリング
・指定管理者による管理運営開始後のモニ
タリングの方法について記載しているか。

7 申請の手続

77



No. 記載を要する事項 チェックポイント
確認
結果

協議事項等

10 仕様書

・業務の基準及び施設の管理基準等の詳細
については、仕様書に定めた上、公募要領
と併せて提示しているか。
・仕様書には、以下の主な記載項目例を記
載しているか。
➢各業務の基準の詳細（業務の内容、開催
回数、発行回数）
➢施設の管理基準の詳細（機械設備の仕
様、台数、面積、点検回数、有資格者人数
など）
➢指定管理業務の範囲から除く業務、第三
者への委託を禁止する業務等
➢利用料金の設定方法等
➢物品の帰属 等
（県としてキャッシュレス決済を導入すべ
きと判断する場合）
➢施設の実情に応じたキャッシュレス決済
の導入
※記載に当たっては、施設の利用状況等を
踏まえ、県民の利便性向上に資する決済方
法の種類や機器等を適切に判断するととも
に、望ましい調達方法についても検討して
いるか。

11 協定

・指定管理者の指定後、県と指定管理者と
の間で、指定管理業務の実施に当たり必要
な事項について協定を締結する旨を明記す
るとともに、協定案を提示しているか。
（協定の標準例は、ガイドライン別添６の
とおり。）
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No. 記載を要する事項 チェックポイント
確認
結果

協議事項等

12 事業報告書等

・指定管理開始後における事業報告書の提
出期限及び内容について記載しているか。
・施設の規模又は性格等に応じて、法定の
事業報告書以外に、半期又は四半期ごとに
業務報告書の提出を義務づける場合には、
その旨を明記しているか。

13
事業の継続が困難となっ
た場合の措置等

・指定管理者による当該施設の管理運営が
困難になった場合又はそのおそれが生じた
場合の報告の義務等について記載している
か。

14
当該施設の施設別利用状
況等諸資料

・申請者における事業計画書等の作成に必
要な資料（ガイドランP10参照）を作成し
た上、公募要領に添付し、現地説明会にお
いて配布し、又は期間及び場所を定めた上
で縦覧に供することとしているか。

15 原状回復等
・指定期間満了時又は指定が取り消された
場合に、指定管理者が行うべき原状回復及
び業務の引継について記載しているか。

・指定管理者は、指定期間の始期から円滑
かつ支障なく、当該施設の管理運営業務が
できるように、前指定管理者から引継を受
ける旨を記載しているか。

・指定管理者は、栃木県文書等管理規則に
準じて、指定管理業務を行うに当たり、作
成し又は取得した文書等は、適正に管理・
保存する旨を記載しているか。

・指定管理者は、栃木県情報公開条例第30
条の２に基づき、指定管理業務を行うに当
たり、作成し又は取得した文書等で、指定
管理者が保有しているものの情報の開示及
び提供を行う旨を記載しているか。

・指定期間前になされている予約を尊重す
る必要がある旨を記載しているか。

・指定管理者の本部機能など、当該施設の
管理運営に直接関係のない業務のために事
務スペース又は倉庫等を使用する場合に
は、別途、行政財産の目的外使用許可が必
要になる旨を記載しているか。

・当該施設がネーミングライツパートナー
契約に基づく愛称を用いている場合、指定
管理者はその愛称を使用することを明記し
ているか。
・施設の命名権に付随してネーミングライ
ツパートナーが実施することができる権利
がある場合は、その円滑な実施に向け協力
することを明記しているか。

２　その他協議事項等

16 その他
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参考４

年号 年 月 日
略歴

役 員 等 名 簿

役職名氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ
生 年 月 日

住所 法人名
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参考５

施設名称

　所管課

・聴取内容について、選定手続中に虚偽の事実が判明した場合は、その時点で失格となります。

・回答に当たっては、申請者を代表してお答えください。

・申請者確認欄については、○又は×で回答してください。（○に代えて✓でも可とします。）

１　法人その他の団体（以下「法人等」という。）及び個人・法人等による共同体（以下「コンソーシアム」という。）並びにその構成員
に関すること

・栃木県内に主たる事務所を有している

コンソーシアムによる申請の場合には、コンソーシアムの
名称を設定し、代表となる個人又は法人等（以下「主たる
構成員」という。）を選定すること
なお、この場合、次の①～③については認められない
① 指定申請後又は指定申請の受付期間終了後に構成員を変
更すること
② 構成員が重複して複数のコンソーシアムの構成員となる
こと
③ 構成員が法人等である場合に単独で申請を行うこと

・栃木県から指名停止措置を受けているものではない

・申請後又は指定申請の受付期間終了後に構成員の変更（予定を
含む）はない

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号
に規定する暴力団（その団体の構成員（その団体の構成団体の構
成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う
ことを助長するおそれがある団体をいう。）（以下「暴力団」と
いう。）又は暴力団若しくは同法同条第６号に規定する暴力団員
若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下
「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するものではな
い

・同一施設の公募において、構成員が重複して複数のコンソーシ
アムの構成員になっていない

・同一施設の公募において、法人等の構成員が構成員が単独でも
申請していない

次のいずれにも該当しないもの

① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得
ない者
② 栃木県から指名停止措置を受けているもの
③ 県税（地方消費税を含む。）を滞納しているもの
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条
第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は
暴力団若しくは同法同条第６号に規定する暴力団員若しく
は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下
「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するもの
⑤ 法人等又はコンソーシアム若しくはその構成員の責めに
帰すべき事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定
に基づき栃木県又は他の地方公共団体から指定を取り消さ
れ、その取消しの日から２年を経過しないもの

・契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
ではない

（設置予定の場合）
・栃木県内に主たる事務所を設置する予定がある

・県税（地方消費税を含む。）を滞納しているものではない

・コンソーシアムの名称が設定されている

・コンソーシアムの主たる構成員が選定されている

応募資格に係る確認書

（コンソーシアムの場合）
・主たる構成員が栃木県内に主たる事務所を有している又は住民
登録がされている

（コンソーシアムかつ設置予定の場合）
・主たる構成員が栃木県内に主たる事務所を設置する予定がある
又は住民登録が予定されている

・また、指定管理者として指定され、協定締結後の指定期間中に虚偽の事実が判明した場合は、協定に基づき指定の取消
  し等になることがあります。

要件No
申請者
確認欄

1

指定期間中、安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる法
人等又はコンソ-シアムであること

確認内容

・安全かつ円滑に対象施設を管理運営できる体制である

・財務状況は健全である

3

法人等においては、栃木県内に主たる事務所（会社の場合
には、会社法第４条に規定する本店。以下同じ。）を有し
ている又は設置する予定があること
コンソーシアムにおいては、次の①又は②のとおりとする
① 主たる構成員が法人等の場合
　 栃木県内に主たる事務所を有している又は設置する予定
があること
② 主たる構成員が個人の場合
　 栃木県内の市町に住民登録がある又は住民登録の予定が
あること

2

・法人等又はコンソーシアム若しくはその構成員の責めに帰すべ
き事由により、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき栃木
県又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取消しの日
から２年を経過しないものではない【※指定管理者の指定取消状
況の確認】

4
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３ その他　※独自に要件を定めている場合は、行を追加して記載してください。

2

※所管課確認結果

申請者への
確認年月日

資格確認
完了年月日

No 要件

上記「申請者確認欄」に私が記載した内容は事実と相違ありません。

　　　　年　　月　　日

確認内容

２ 法人等の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。）又はコンソーシアムを構成する個
人に関すること

その他、指定管理者として適当でないと認められる事実が
ない

・指定管理者としての適格性を疑われるような事実がない

（登録予定の場合）
・消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）における適
格請求書発行事業者として登録を受ける予定がある

1

消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）におけ
る適格請求書発行事業者として登録を受けた又は登録を受
ける予定の法人等であること
コンソーシアムによる申請の場合には、コンソーシアムと
しての適格請求書を発行する者が、適格請求書発行事業者
として登録を受けた又は登録を受ける予定のコンソーシア
ム又はその構成員であること

No 要件 確認内容
申請者
確認欄

・消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）における適
格請求書発行事業者として登録を受けている

・本人の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条の２第
11項の規定に基づき栃木県又は他の地方公共団体から指定を取り
消され、その取り消しの日から２年を経過しない法人等の役員又
はコンソーシアムの構成員の役員若しくは個人であった者がいな
い【※指定取消を受けた指定管理者の役員等の確認】

申請者名

部署名

役職名

氏名（直筆による署名）

確認者氏名（直筆による署名）

申請者
確認欄

1

法人等の役員又はコンソーシアムを構成する個人のうちに
次のいずれかに該当する者がいないこと
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得
ない者
② 暴力団員等
③ 本人の責めに帰すべき事由により、地方自治法第244条
の２第11項の規定に基づき栃木県又は他の地方公共団体か
ら指定を取り消され、その取り消しの日から２年を経過し
ない法人等の役員又はコンソーシアムの構成員の役員若し
くは個人であった者

・契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
はいない

・暴力団員等に該当する者はいない
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地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号）（抜粋） 

 

第十章 公の施設  

（公の施設）  

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供

するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。  

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）

は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。  

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い

をしてはならない。  

（公の施設の設置、管理及び廃止）  

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあ

るものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めな

ければならない。  

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なも

のについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとする

ときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共

団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）

に、当該公の施設の管理を行わせることができる。  

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の

範囲その他必要な事項を定めるものとする。  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書

を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。  

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利

用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。  

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければなら

ない。  

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正

を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。  

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理



84 

 

者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は

期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用）  

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方

公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。  

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共

団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。  

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求）  

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした公

の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当

該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してする

ものとする。  

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求

がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問し

た上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 

３ 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければなら

ない。 

４ 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却

下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。 

 

第十三章 外部監査契約に基づく監査  

第二節 包括外部監査契約に基づく監査 

（包括外部監査人の監査）  

第二百五十二条の三十七 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務

の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び

第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものと

する。  

２ （略） 

３ （略）  

４ 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定す

る財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るも

の、当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納そ

の他の事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若

しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るも

の、当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託

者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第

二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その

他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると
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認めるときは監査することができることを条例により定めることができる。  

（以下略） 

 

第三節 個別外部監査契約に基づく監査 

（第百九十九条第七項の規定による監査の特例）  

第二百五十二条の四十二 普通地方公共団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助

を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公

共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該

出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証している

ものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有

する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係

るもの又は普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管

理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて

の第百九十九条第七項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づ

く監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要

求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監

査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができ

る。  

（以下略） 
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□ 

 
   

      

２ 

知
事
等
は
□
当
該
公
の
施
設
の
適
正
な
管

理
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
き
そ
の
他
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に
は
□

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
そ
の
適
当
と

認
め
る
法
人
等
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者

と
し
て
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

      

 

□
趣
旨
□ 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
□
栃
木
県
公
の
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関

す
る
条
例
□
平
成
十
七
年
栃
木
県
条
例
第
四

号
□
以
下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
の
施
行
に

関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
□ 

  

□
定
義
□ 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
の
意

義
は
□
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
□ 

          

□
指
定
管
理
者
の
公
募
□ 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
公
募
は
□
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項

を
栃
木
県
公
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と

す
る
□ 

一 

当
該
公
募
に
係
る
公
の
施
設
の
設
置

の
目
的
□
規
模
そ
の
他
当
該
公
の
施
設

の
概
要
に
関
す
る
事
項 

二 

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及

び
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項 

三 

指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
を
す
る

法
人
等
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

四 

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
期
間

に
関
す
る
事
項 

五 

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
の
方

法
に
関
す
る
事
項 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知

事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

 
   

    

 

□
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
則
等
で
定
め
る

場
合
□ 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
則
等
で

定
め
る
場
合
は
□
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
□ 

一 

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
募
し
た
場
合
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合 

イ 

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請

が
な
か
□
た
場
合 

ロ 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
審
査
の
結
果
□
指
定
管
理
者
の
候

補
者
と
し
て
適
当
と
認
め
る
法
人
等

が
な
か
□
た
場
合 

 

□
趣
旨
□ 

第
１
条 

こ
の
要
綱
は
□
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
し
□
栃
木

県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
□
平
成
17
年
栃

木
県
条
例
第
４
号
□
以
下
□
通
則
条
例
□
と

い
う
□
□
及
び
栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
□
平
成
17
年
栃
木
県
規
則
第

11
号
□
以
下
□
通
則
規
則
□
と
い
う
□
□
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
必
要
な
事
項
を
定
め

る
□ 

 
   

   

       

□
指
定
管
理
者
の
公
募
□ 

第
２
条 

公
の
施
設
を
所
管
す
る
部
局
長
等

□
以
下
□
所
管
部
長
等
□
と
い
う
□
□
は
□

指
定
管
理
者
に
な
ろ
う
と
す
る
法
人
そ
の

他
団
体
□
以
下
□
法
人
等
□
と
い
う
□
□
に

当
該
公
の
施
設
□
以
下
□
当
該
施
設
□
と
い

う
□
□
の
管
理
運
営
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る

と
き
は
□
栃
木
県
公
報
に
登
載
し
て
公
募
を

行
う
と
と
も
に
□
県
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
に
公

募
要
領
を
掲
載
し
□
ダ
ウ
ン
ロ
□
ド
で
き
る

よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
   

   

 

□
公
募
要
領
□ 

第
３
条 

公
募
要
領
に
は
□
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

⑴ 

当
該
公
の
施
設
の
設
置
の
目
的
□
規

模
そ
の
他
概
要
に
関
す
る
事
項 

⑵ 

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準
及

び
業
務
の
範
囲 

⑶ 

指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
を
す
る

法
人
等
に
必
要
な
資
格 

⑷ 

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
期
間 

⑸ 

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
の
方

法 

⑹ 

県
が
支
払
う
委
託
料
の
上
限
額 

⑺ 

申
請
の
手
続 

⑻ 

県
と
指
定
管
理
者
の
責
任
分
担 

⑼ 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

⑽ 

仕
様
書 

⑾ 

協
定
書 

⑿ 

事
業
報
告
書
等 

⒀ 

事
業
の
継
続
が
困
難
に
な
□
た
場
合

の
措
置
等 
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

                          

□
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
□ 

第
四
条 

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
法
人
等
は
□
規
則
等
で
定
め
る
申
請

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
□
知
事

等
の
指
定
す
る
期
間
内
に
□
こ
れ
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

定
款
□
寄
附
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の 

二 

指
定
の
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
管

理
の
業
務
に
関
す
る
事
業
計
画
書
及
び

収
支
予
算
書 

三 

指
定
の
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
管

理
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に

足
り
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

四 

指
定
の
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
管

理
の
業
務
に
関
し
知
り
得
た
個
人
情
報

□
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
□
平

成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
□
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
を
い
う
□
次

条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
適

正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず

べ
き
措
置
に
つ
い
て
定
め
た
書
類 

五 

申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事

業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業

報
告
書
□
貸
借
対
照
表
□
収
支
決
算
書
□

財
産
目
録
そ
の
他
の
経
理
的
基
礎
を
有

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
□
申
請

の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ

ハ 

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
選
定
し
た
指
定
管
理
者
の
候
補
者

を
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
□
た
場
合
又
は
指

定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
事
由
が
生
じ
た
場
合 

二 

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施

設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

□
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
□
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
に

よ
り
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
整
備
し
た

公
の
施
設
で
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る

選
定
事
業
者
に
当
該
公
の
施
設
の
管
理

を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
場
合 

三 

当
該
公
の
施
設
の
設
置
の
目
的
□
業

務
の
性
質
そ
の
他
の
事
情
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
特
定
の
法
人
等
に
管
理
さ
せ

る
こ
と
が
当
該
公
の
施
設
の
適
切
な
管

理
運
営
に
資
す
る
も
の
と
認
め
る
こ
と

に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
公
の
施
設

に
つ
い
て
□
知
事
の
指
名
す
る
法
人
等

に
当
該
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
よ

う
と
す
る
場
合 

 
   

    

 

□
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
□ 

第
五
条 

条
例
第
四
条
の
規
則
等
で
定
め
る

申
請
書
は
□
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
□ 

                          

⒁ 

当
該
施
設
の
施
設
別
利
用
状
況
等
資

料 

⒂ 

原
状
回
復
及
び
事
務
引
継 

⒃ 

そ
の
他
所
管
部
局
長
が
必
要
と
認
め

る
事
項 
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

た
法
人
に
あ
□
て
は
□
そ
の
設
立
時
に
お

け
る
財
産
目
録
□ 

六 

申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事

業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
規

則
等
で
定
め
る
書
類 

 
   

    

                                              

     

２ 

条
例
第
四
条
第
七
号
の
規
則
等
で
定
め

る
書
類
は
□
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
□ 

一 

役
員
の
氏
名
□
住
所
及
び
略
歴
を
記

載
し
た
書
類 

二 

指
定
の
申
請
に
係
る
業
務
以
外
の
業

務
を
行
□
て
い
る
場
合
は
□
そ
の
業
務

の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

三 
法
人
で
あ
る
場
合
は
□
当
該
法
人
の

登
記
事
項
証
明
書 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知

事
が
定
め
る
書
類 

 
   

    

                                     

              

□
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
□ 

第
４
条 

通
則
規
則
第
５
条
第
２
項
第
四
号

の
知
事
が
定
め
る
書
類
は
□
次
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
□ 

⑴ 

個
人
又
は
法
人
が
２
者
以
上
で
構
成

す
る
共
同
体
□
以
下
□
コ
ン
ソ
□
シ
ア

ム
□
と
い
う
□
□
に
よ
る
申
請
の
場
合
に

は
□
当
該
コ
ン
ソ
□
シ
ア
ム
を
構
成
す

る
個
人
の
住
民
票
の
写
し
又
は
法
人
の

登
記
事
項
証
明
書 

⑵ 

コ
ン
ソ
□
シ
ア
ム
に
よ
る
申
請
の
場

合
に
は
□
そ
の
構
成
員
及
び
当
該
コ
ン

ソ
□
シ
ア
ム
の
代
表
を
明
記
し
た
書
類

□
別
記
様
式
第
１
号
□ 

⑶ 

役
員
等
の
氏
名
□
フ
リ
ガ
ナ
を
含

む
□
□
生
年
月
日
□
住
所
及
び
略
歴
等
を

記
載
し
た
書
類 

⑷ 

県
税
□
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書

□
納
税
義
務
者
で
な
い
場
合
□□
未
納
の

税
額
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
□
□ 

⑸ 

団
体
の
設
立
趣
旨
□
組
織
□
事
業
内
容

等
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

⑹ 

そ
の
他
所
管
部
長
等
が
定
め
る
書
類 

 
   

    

 

□
現
地
説
明
会
の
開
催
□ 

第
５
条 

所
管
部
長
等
は
□
指
定
管
理
者
の
公

募
を
行
う
場
合
に
あ
□
て
は
□
原
則
と
し

て
□
通
則
規
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
栃
木

県
公
報
へ
の
登
載
を
行
□
た
日
□
以
下
□
公

募
開
始
日
□
と
い
う
□
□
以
降
適
切
な
時
期

に
□
当
該
施
設
に
お
い
て
現
地
説
明
会
を
開

催
す
る
も
の
と
す
る
□ 

  

□
指
定
の
申
請
の
受
付
期
間
等
□ 

第
６
条 

所
管
部
長
等
は
□
前
条
の
現
地
説
明

会
の
開
催
後
に
□
指
定
の
申
請
を
受
付
け
る

も
の
と
す
る
□ 

２ 

公
募
開
始
日
か
ら
指
定
の
申
請
の
受
付

を
開
始
す
る
日
ま
で
の
期
間
及
び
指
定
の

申
請
の
受
付
期
間
は
□
原
則
と
し
て
□
そ
れ

ぞ
れ
１
か
月
以
上
確
保
す
る
も
の
と
す
る
□ 
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

 

□
選
定
の
基
準
等
□ 

第
五
条 

知
事
等
は
□
前
条
の
規
定
に
よ
る
申

請
が
あ
□
た
と
き
は
□
次
に
掲
げ
る
基
準
に

照
ら
し
て
審
査
し
た
上
□
最
も
適
当
と
認
め

る
法
人
等
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し

て
選
定
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一 

事
業
計
画
の
内
容
が
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

イ 

正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
□
県
民

が
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
を
利

用
す
る
こ
と
を
拒
ま
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
□ 

ロ 

県
民
が
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施

設
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
□
不

当
な
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
□ 

ハ 

当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の
設

置
の
目
的
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に

達
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

二 

当
該
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
を

し
た
法
人
等
が
当
該
申
請
に
係
る
公
の

施
設
の
管
理
の
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
並
び

に
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
□ 

三 

当
該
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
を

し
た
法
人
等
に
お
い
て
□
当
該
申
請
に

係
る
公
の
施
設
の
管
理
の
業
務
に
関
し

知
り
得
た
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知

事
等
が
当
該
申
請
に
係
る
公
の
施
設
の

設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要

と
認
め
る
基
準 

２ 

知
事
等
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
を

行
う
に
当
た
□
て
は
□
あ
ら
か
じ
め
□
学
識

経
験
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

 
   

   

              

                                                      

                                    

□
指
定
管
理
者
選
考
委
員
会
□ 

第
７
条 

所
管
部
長
等
は
□
当
該
施
設
の
指
定

管
理
者
の
選
定
に
つ
い
て
意
見
を
聴
く
た

め
□
指
定
管
理
者
選
考
委
員
会
□
以
下
□
委

員
会
□
と
い
う
□
□
を
置
く
も
の
と
す
る
□ 

２ 

委
員
会
は
□
原
則
５
名
以
上
の
委
員
を
も

□
て
組
織
し
□
過
半
数
は
庁
外
の
有
識
者
及

び
学
識
経
験
者
と
す
る
□ 

３ 

前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□
委
員
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
□

別
に
定
め
る
□ 

 
   

   

 

□
選
定
結
果
の
通
知
□ 

第
８
条 

所
管
部
長
等
は
□
通
則
条
例
第
５
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
選
定
を
行
□
た
と

き
は
□
速
や
か
に
そ
の
結
果
を
申
請
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
こ
の
場
合
に
お

い
て
□
選
定
さ
れ
な
か
□
た
申
請
者
に
対
し
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

         

□
協
定
の
締
結
□ 

第
六
条 

指
定
管
理
者
は
□
次
に
掲
げ
る
事
項

に
つ
い
て
知
事
等
と
協
定
を
締
結
し
□
こ
れ

に
従
い
管
理
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

一 

指
定
の
期
間
に
関
す
る
事
項 

二 

管
理
の
基
準
及
び
業
務
の
範
囲
に
関

す
る
事
項 

三 

事
業
計
画
に
関
す
る
事
項 

四 

事
業
報
告
及
び
業
務
報
告
に
関
す
る

事
項 

五 

県
が
支
払
う
べ
き
管
理
の
業
務
に
係

る
費
用
に
関
す
る
事
項 

六 

管
理
の
業
務
に
関
し
知
り
得
た
個
人

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項 

七 

指
定
の
取
消
し
及
び
管
理
の
業
務
の

停
止
に
関
す
る
事
項 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
知

事
等
が
別
に
定
め
る
事
項 

 
   

    

 

□
変
更
の
届
出
□ 

第
七
条 

指
定
管
理
者
は
□
次
に
掲
げ
る
事
項

に
変
更
が
あ
□
た
と
き
は
□
そ
の
事
実
を
証

す
る
書
類
を
添
付
し
て
□
遅
滞
な
く
□
知
事

等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

一 

名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
代
表
者
若

し
く
は
管
理
人
の
氏
名 

二 

定
款
□
寄
附
行
為
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
規

則
等
で
定
め
る
事
項 

 
   

    

           

□
指
定
等
の
告
示
□ 

第
八
条 

知
事
等
は
□
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
の

                                     

□
変
更
の
届
出
□ 

第
六
条 

条
例
第
七
条
第
三
号
の
規
則
等
で

定
め
る
事
項
は
□
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
□
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

と
す
る
□ 

一 

前
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
□
た
場

合 

当
該
変
更
に
係
る
業
務
の
種
類
及

び
概
要
に
関
す
る
事
項 

二 

指
定
の
申
請
に
係
る
業
務
以
外
の
業

務
を
新
た
に
行
う
こ
と
と
な
□
た
場
合 

当
該
新
た
に
行
う
こ
と
と
な
□
た
業
務

の
種
類
及
び
概
要
に
関
す
る
事
項 

 
   

    

    

て
は
□
理
由
の
提
示
を
併
せ
て
行
う
も
の
と

す
る
□ 

 

□
指
定
管
理
者
の
指
定
□ 

第
９
条 

所
管
部
長
等
は
□
法
第
244
条
の
２

第
６
項
の
規
定
に
よ
る
議
会
の
議
決
が
あ

□
た
と
き
は
□
当
該
議
決
に
係
る
指
定
管
理

者
の
候
補
者
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
□ 

２ 

指
定
管
理
者
の
指
定
の
様
式
は
□
別
記
様

式
第
２
号
の
と
お
り
と
す
る
□ 

 
   

   

                     

□
変
更
の
届
出
□ 

第
10
条 

通
則
条
例
第
７
条
の
変
更
届
出
書

は
□
別
記
様
式
第
３
号
の
と
お
り
と
す
る
□ 
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

指
定
を
し
た
と
き
は
□
遅
滞
な
く
□
そ
の
旨

を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

２ 

前
項
の
規
定
は
□
法
第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者

の
指
定
を
取
り
消
し
□
若
し
く
は
期
間
を
定

め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
停
止
を
命
じ
た
と
き
□
又
は
前
条
の
規
定

に
よ
る
届
出
□
同
条
第
一
号
に
係
る
も
の
に

限
る
□
□
が
あ
□
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す

る
□ 

   

□
原
状
回
復
義
務
□ 

第
九
条 

指
定
管
理
者
は
□
当
該
指
定
の
期
間

が
満
了
し
た
と
き
□
又
は
法
第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を

取
り
消
さ
れ
□
若
し
く
は
期
間
を
定
め
て
管

理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止

を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
□
遅
滞
な
く
□
当
該

管
理
の
業
務
を
行
わ
な
く
な
□
た
公
の
施

設
の
施
設
□
附
属
設
備
□
器
具
又
は
機
器
を

原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□
た
だ

し
□
知
事
等
の
承
認
を
得
た
と
き
は
□
こ
の

限
り
で
な
い
□ 

 
   

   

 

□
秘
密
保
持
義
務
□ 

第
十
条 

指
定
管
理
者
の
役
員
□
法
人
で
な
い

団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
の
代
表
者
又
は
管
理
人
を
含
む
□
□

若
し
く
は
管
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
□
た
者
は
□
当
該

管
理
の
業
務
に
関
し
知
り
得
た
秘
密
を
漏

ら
し
□
又
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
□ 

 
   

   

                    

                                                      

                                    

□
事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
□ 

第
11
条 

所
管
部
長
等
は
□
毎
年
度
終
了
後

□
法
第
244
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
を
受
け
た
期
間
が
１
年
以
内
で
あ
□

た
場
合
に
お
い
て
は
□
当
該
指
定
を
受
け
た

期
間
の
満
了
後
□
原
則
□
60
日
以
内
に
□
当

該
施
設
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
事
業
報
告
書
を
作
成
し
□
所
管
部
長

等
に
提
出
す
る
よ
う
指
定
管
理
者
に
求
め

る
も
の
と
す
る
□ 

⑴ 

当
該
施
設
の
管
理
業
務
の
実
施
状
況

及
び
利
用
者
の
利
用
状
況 

⑵ 

当
該
施
設
の
使
用
料
又
は
利
用
に
係

る
料
金
の
収
入
実
績 

⑶ 

当
該
施
設
の
管
理
に
係
る
経
費
の
収

支
状
況 

⑷ 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
□
当

該
施
設
の
管
理
の
実
態
を
把
握
す
る
た
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栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

栃
木
県
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
の
手
続
等
に
関
す
る
要
綱 

                          

□
規
則
等
へ
の
委
任
□ 

第
十
一
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要

な
事
項
は
□
規
則
等
で
定
め
る
□ 

 

                          

□
委
任
□ 

第
七
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
□

条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
□
知
事

が
定
め
る
□ 

 
   

  

め
に
所
管
部
長
等
が
必
要
と
認
め
る
事

項 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
□
年
度
の
中

途
に
お
い
て
法
第
244
条
の
２
第
11
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
□
又
は
年
度

末
を
含
む
期
間
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
ら

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
□
当
該
取
消
し
又
は

業
務
停
止
命
令
が
あ
□
た
日
か
ら
起
算
し

て
30
日
以
内
に
□
当
該
年
度
分
と
し
て
□
当

該
取
消
し
又
は
業
務
停
止
命
令
が
あ
□
た

日
ま
で
の
間
の
事
業
報
告
書
を
作
成
し
□
所

管
部
長
等
に
提
出
す
る
よ
う
指
定
管
理
者

に
求
め
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

事
業
報
告
書
の
様
式
は
□
別
記
様
式
第
４

号
の
と
お
り
と
す
る
□ 

  

□
業
務
報
告
の
聴
取
等
□ 

第
12
条 

所
管
部
長
等
は
□
法
第
244
条
の
２

第
10
項
の
規
定
に
基
づ
き
□
当
該
施
設
の

管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
に
□
指
定
管
理

者
に
対
し
て
□
当
該
施
設
の
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
で
定
め
る
管
理
の
基
準
に

従
□
て
行
わ
れ
る
べ
き
当
該
指
定
管
理
業

務
及
び
そ
の
経
理
の
状
況
に
関
し
□
定
期
に

又
は
必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
報
告
を
求
め
□

実
地
に
調
査
し
□
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る

も
の
と
す
る
□ 
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知事が所管する公の施設を管理する指定管理者の情報公開の推進に関する要綱 

                                           （平成１７年７月２６日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、栃木県情報公開条例（平成１１年栃木県条例第３２号。以下「条例」とい

う。）第３０条の２第２項の規定に基づき、知事が所管する公の施設を管理する指定管理者（以

下「指定管理者」という。）の情報公開の推進に関する事務の取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。 

 （指定管理者の責務） 

第２条 指定管理者は、次の各号に定める措置を講ずるものとする。 

 (1) 公の施設の管理に関する文書等の開示（条例第３０条第１項の規定に基づき文書等の開示

を実施している出資法人等及び市町村を除く。） 

  (2) 公の施設の管理に関する経営状況等の公表 

 （文書等の開示） 

第３条  文書等の開示を行う指定管理者は、条例の趣旨にのっとり、文書等の開示に関する規程

を定めるものとする。 

第４条 前条に掲げる措置によって、当該指定管理者の権利、競争上の地位その他正当な利益を 

不当に害すると認められる場合には、当該指定管理者、当該指定管理者を所管する課長（以下 

「所管課長」という。）及び文書学事課長が協議の上、適用除外事項を設けることができる。 

  (経営状況等の公表） 

第５条 指定管理者は、別表に掲げる経営状況等に関する資料を所管課長を経由して文書学事課

長に提出するものとする。 

２ 文書学事課長は、前項の資料の提出があったときは、これを県民プラザに備え、県民の閲覧 

に供するものとする。 

 （所管課長の指導等） 

第６条  所管課長は、指定管理者の情報公開が推進されるよう、指定管理者に対し必要な指導又 

は助言を行うものとする。 

２ 所管課長は、指定管理者の情報公開に関して、苦情の申出があった場合において、必要があ 

ると認めるときは、苦情の申出者、当該苦情の申出に係る指定管理者の役職員その他の関係者 

に対し、質問を発し、又は意見の陳述、必要な書類の提出若しくは説明書の提出を求めること 

ができる。 

   (その他) 

第７条  第５条の規定による経営状況等に関する資料の整理及び保管については、行政資料の収 

集管理に関する要領（平成１９年２月１５日制定）を準用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年３月７日から実施する。 

   附 則 
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 この要綱は、平成２０年１月４日から実施する。 

別表 

資料の区分 基本資料 事業計画に関する資料 決算に関する資料 

資料の内容 定款、寄付行為その

他これらに準ずるも

の 

役員名簿 

知事との協定に基づき、知

事に提出した事業計画書

等 

知事との協定に基づき、知

事に提出した事業報告書等 

提出時期 指定を受けた時及び

変更等があったとき 

知事に提出後速やかに 知事に提出後速やかに 

 


